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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、昨今の急激な気候変動に伴う防災体制に

ついて、15番中村圭介議員。 

  〔１５番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○１５番（中村圭介議員） おはようございます。

一新会の中村でございます。 

  今回の一般質問は、先ほど議長からもありまし

たけれども、昨今の急激な気候変動に伴う防災体

制についてと題しまして、今回は豪雨、渇水、豪

雪の３つに絞って質問させていただきたいと思い

ます。 

  きのうの島貫議員の質問と重複する部分もあろ

うかと思いますが、どうぞよろしくお願いしたい

というふうに思います。 

  昨日、北海道で最大震度７の地震が発生しまし

た。各地では甚大な被害が発生し、市民生活は大

混乱となっているようです。 

  また、７月上旬には西日本を中心とした豪雨災

害、そして今週、非常に強い勢力で上陸した台風

21号、こちらも大きな被害をもたらしております。

そして、残念なことに犠牲者も出ておるというよ

うな状況でございます。犠牲になられた方々の御

冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々

に対し、心よりお見舞いを申し上げます。 

  日本各地で大きな自然災害に見舞われたことし

の夏ですが、本市はどうだったでしょうか。 

  ７月、８月と記録的な猛暑に見舞われ、特に７

月は1976年の観測開始以来、過去最低の44.5ミリ

の降水量であり、水窪ダム、綱木川ダムの貯水率

は20％前後というような大変深刻な状況でありま

した。しかしながら、先月末よりまとまった雨が

降ったことから、現在ではさまざまな給水制限は

全て解除されております。 

  市民の方々からも、「雨が降っていがったな」

というような言葉と、「雪は大変だけんども、そ

れさえ我慢すればいいどこだよな」というような

言葉を多くいただきました。 

  確かに過去を見ても、本市における大きな自然

災害といえば、私が思い浮かぶものは羽越水害く

らいしか思い浮かびません。過去の歴史から見れ

ばそのとおりかもしれません。羽越水害以降は治

水工事も進んで、大きな水害も発生していないと

いうような状況でありますけれども、よく被災地

の方がテレビ中継等でインタビューを受けて、コ

メントを発せられております。何十年来住んでい

るけど初めてのことだと、こんな経験は初めてだ

というような言葉がよく取り上げられているので

はないでしょうか。これらの言葉からも、各地を

襲った災害は過去の経験に基づかない突発的な災

害だったと読み取れます。 

  長井盆地西縁断層帯の活動によって、本市でも

最大震度７、市内中心部でも震度６強の地震が想

定されております。また、吾妻山の火山活動、気

温上昇に伴う渇水、各地で頻発するゲリラ豪雨、

こういった状況を鑑みても、いつこの米沢市を大

災害が襲っても不思議ではありません。 

  まず、最初の質問です。 

  各地で頻発する自然災害に対して、本市として

どのように捉えているのか。まずは総論としてお

答えいただければと思います。 

  続きまして、それぞれの各項目に沿って順次伺

っていきたいと思います。 

  まず初めに、豪雨対策について伺います。 

  前段でも取り上げましたが、７月上旬に発生し
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た西日本豪雨ですが、想像を大きく超える被害に

驚きを隠せません。 

  岡山県倉敷市の真備町では小田川が氾濫し、地

区の４分の１に当たる1,200ヘクタールが浸水し

たそうであります。ちなみに、皆さんも御承知か

と思いますが、その実際の浸水エリアとハザード

マップによる想定浸水被害はほぼ重なっていたそ

うであります。 

  本市でも洪水ハザードマップを作成しておりま

すが、単なる注意喚起ではなく、有事の際は必ず

発生する災害を示した極めて重要な情報であると

いうふうに、私自身、認識を改めたところであり

ます。 

  そこで伺います。 

  本市では土砂災害ハザードマップを作成してお

りますが、その警戒区域内における危険性を当局

はどのように認識しているのか。また、その対象

エリアと世帯数、そこに住まう住民の方々に対し

て、危険性や避難方法、情報伝達の周知について

どのように行っているのかを伺いたいと思います。 

  また、同じように、洪水ハザードマップの対象

エリアについても、同様の内容について伺いたい

と思います。 

  次に、渇水対策について伺います。 

  先月の８月６日、水窪、綱木川、両ダムの極端

に低い貯水率を背景に、米沢市水道渇水対策本部

が設置されました。今現在では全ての給水制限が

解除されたということでは一安心といったところ

であります。綱木川ダムが整備されたことにより、

渇水問題は完全に解決されたというふうに思って

いただけに、改めて自然の驚異を思い知らされま

した。 

  そこで伺います。 

  水道渇水対策本部が設置されたわけですが、当

時の危機的状況を打開するために、どのような節

水対策がなされたのでしょうか。それらによって、

市民生活にどのような影響があったのか。また、

今後も想定される渇水についての対応、対策につ

いて、どのように対応していくのか伺いたいと思

います。 

  さらに、報道等によれば、取水制限により農地、

水田は干上がり、ひび割れの状態となり、また果

樹等の高温障害についても連日報道があったかと

思います。本市における農畜産業への影響、被害

について、さらにはそういった被害への対応策に

ついてどのように考えているのか、お知らせくだ

さい。 

  最後に、豪雪対策になります。 

  ことしの冬も雪に悩まされる年となりました。

記憶に新しいものは、ことしの２月上旬、北陸地

方を中心とした豪雪であります。福井県北部の国

道８号では、約10キロの区間で1,500台もの車が立

ち往生し、災害派遣の要請により、自衛隊による

除雪、救助がなされる様子が連日テレビで放映さ

れておりました。 

  こういった報道を聞くたびに思うことがありま

す。今回のこの福井の豪雪は別として、よく都市

部、特に東京ですけれども、数センチの積雪で都

市機能が麻痺すると。そして、そのたびに市民生

活が大混乱に陥っているというようなことであり

ます。 

  雪になれた私たちからすれば、なぜというよう

な思いもありますけれども、よくよく考えてみれ

ば、本市においては約700キロを超える市道、そし

て県道や国道も含めて厳格なルールに基づく万全

の除雪体制がしかれているからこそ、通常の市民

生活が担保されているということではないでしょ

うか。 

  本当にそういった意味では、担当課初め、それ

を担う市内の業者さんに心からの感謝と敬意を表

したいというふうに思います。 

  そんな除雪事業ではありますが、人口減少が続

く一方、市道路線の延長は拡大を続けております。

つまり、税収が減り続ける状況にありながら、除

雪費の増大が懸念されるわけであります。財政面

を理由に除雪をやめるわけにはいきません。 
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  今後も安定的、そして持続的な除雪体制の構築

が求められますが、除雪体制の将来について、懸

念される問題や課題について、どのようなものが

あるのでしょうか。これらについてお知らせいた

だきたいというふうに思います。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○島軒純一議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 おはようございます。 

  答弁に先立ちまして、私からも、このたびの豪

雨災害、あるいは台風による災害、また昨日発生

しました北海道胆振東部地震でいろいろと災害を

受けられて犠牲になられた皆様に心からお見舞い

を申し上げる次第であります。 

  自然災害に対しての認識について、私からは総

論的な答弁をさせていただき、あとの部分につき

ましては各部長より答弁をいたします。 

  自然災害につきましては、東日本大震災以降も、

熊本地震や昨年の九州北部での豪雨、ことしに入

ってからも、大阪北部地震や西日本豪雨など、多

数の犠牲者と甚大な被害を伴う大規模災害が続い

ております。 

  幸い本市では、羽越水害以降、大きな被害が出

る災害は起きておりませんが、近年の気候の変動

を考えますと、本市で大規模な災害が起きない保

証は全くないと思っております。 

  ただいま議員からもありましたが、私もよく、

米沢は雪さえなければ災害がないいいところだと

いう話を聞きます。実際、東日本大震災の折も、

電気や水道がとまることなくライフラインが確保

できていたのは、置賜では米沢だけでありました。 

  しかし、昨年は昭和42年に発生しました羽越水

害から50年、大正６年に発生した米沢大火から100

年という節目の年でありましたが、米沢でも過去

には大災害が起きているわけであります。 

  自分の住むところは災害は起きないんだと、自

分のところは大丈夫だという気持ちは、災害時に

命を守るための判断を鈍らせることになりますか

ら、いつまた起きるかもしれないという危機意識

を常に市民の皆様に持っていただくことが非常に

大事なことと考えております。 

  また、災害時には隣近所の助け合いということ

も大切なことであり、米沢市においては自主防災

組織のさらなる充実を図っていかなければならな

いと考えております。 

  さらに、本市の防災行政につきましては、災害

予防及び応急・復旧対策を米沢市地域防災計画と

して定めておりますが、現在のものは東日本大震

災の教訓を反映し、平成25年に改定したものです。

その後発生した大規模な災害からの教訓や、近年

の気候変動などを考慮した内容に見直しが必要で

あるというふうに考えております。 

  市民の皆様の危機意識の醸成とあわせ、災害に

備える取り組みに対して、さらなる強化に努めて

まいりますが、危機意識の醸成につきましては、

原則はまず、自分の身は自分で守るという意識を

高めていく必要があるというふうに思います。そ

の上で、高齢化により介助が必要な方が増加して

いる中で、共助の大切さを考えたとき、先ほど申

し上げましたが、自主防災組織の果たす役割は大

きいものと、改めて考えさせられたところであり

ます。 

  自主防災組織の拡大の取り組みと、市民への啓

蒙が大切なことと考えるときに、自助、共助への

取り組み、公助としての市の適切な対応について、

改めて取り組んでいく必要性を強く認識したとこ

ろであります。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、１の豪雨対策

についてお答えいたします。 

  近年の豪雨災害は、台風、前線、温帯低気圧に

伴う豪雨による河川の洪水、氾濫のほか、積乱雲

によって形成される線状降水帯によって局地的な

集中豪雨が起こり、全国各地に被害をもたらして
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おります。 

  本市においても、豪雨発生時においては、河川

の洪水や氾濫等によって引き起こされる浸水被害

と、雨水が地中にしみ込んだことにより発生する

土砂災害が想定されております。 

  河川におきましては、洪水、氾濫によって被害

が発生するおそれのある区域を浸水想定区域とし

て、国及び県が河川の基礎調査を行い、指定して

おります。 

  また、大雨で土砂災害により住民の生命や身体

に危害が生じるおそれのある地域を土砂災害警戒

区域、通称イエローゾーン、大雨で土砂災害によ

り建物が破壊され、住民の生命や身体に著しい危

害が生じるおそれのある地域を土砂災害特別警戒

区域、通称ではレッドゾーンとする２つの区分が

あります。これらの警戒区域は、県が危険箇所の

基礎調査を行い、危険度を詳細に判定し、危険度

に応じて県が指定しております。 

  河川災害の対象となる河川は、最上川、羽黒川、

堀立川、天王川、鬼面川、誕生川の６河川であり、

浸水想定区域内に一般世帯が873世帯、企業、団体

など145社があります。 

  また、土砂災害の対象となる土砂災害警戒区域

は251カ所あり、保全対象人家戸数は1,355戸、実

数では1,056戸、土砂災害特別警戒区域は207カ所

あり、保全対象人家戸数は68戸、実数は32戸と企

業２社があります。ただし、土砂災害におきまし

ては、土砂流出範囲が重なり合っている箇所もあ

るため、保全対象人家戸数については実数を申し

上げたところでございます。 

  災害発生が想定される区域の指定を受け、浸水

想定区域及び土砂災害警戒区域等の住民及び災害

時要援護者関連施設へは、警戒区域の範囲、避難

方向、市が発表する避難情報の種類などを記載し

たハザードマップを作成し、配付するとともに、

本市ホームページに掲載、周知しております。 

  緊急時の連絡体制につきましては、気象情報に

おいては、大雨警報及び洪水警報発表時には山形

地方気象台から気象警報が発表されます。さらに、

危険性が高まり、土砂災害警戒情報及び大雨特別

警報が発表された場合は、市民に対して緊急速報

メール、同報系防災行政無線等により情報の発信

伝達を行うようになっております。 

  次に、本市における50年に一度の雨の基準とな

るものでありますが、気象庁では平成３年以降の

観測データを用いて、台風や集中豪雨により数十

年に一度の降雨量となる大雨が予想され、もしく

は数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気

圧により大雨になると予想された場合、降水量に

いたしますと、降り始めからの雨量が３時間で109

ミリ、48時間雨量で286ミリを超えるようであれば

大雨特別警報を発表いたします。この雨量は、本

市に甚大な被害をもたらした昭和42年８月の羽越

水害と同程度の雨量となります。 

  次に、避難の基準についてでありますが、河川

においては、山形河川国道事務所または山形県河

川砂防システム等により情報収集を行い、特に重

要水防箇所においては、氾濫注意水位到達と同時

に避難準備情報、高齢者等避難開始の発令を行う

ことにしております。 

  また、土砂災害におきましては、地中にどれだ

け雨水がしみ込んだことを示す土壌雨量指数が基

準値を超えるようであれば、気象庁と県の協議に

より土砂災害警戒情報が発表されます。 

  危険性が高まっている該当地区に対しましては、

早目の避難が必要であるため、対象地域を限定し、

同報系防災行政無線により情報を提供するととも

に、個別に自主防災組織の代表者及び災害時要援

護者関連施設には電話連絡をし、情報の収集、伝

達を行い、避難準備または避難の対応をお願いし

ております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 宍戸上下水道部長。 

  〔宍戸義宣上下水道部長登壇〕 

○宍戸義宣上下水道部長 私からは、（２）の渇水

対策についてお答えいたします。 
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  まず、水道渇水対策本部設置の経過についてで

ありますが、７月26日に本市の危機管理部局が主

催する、記録的高温に対する庁内関係課会議での

情報交換を踏まえ、７月30日に上下水道部内でも

渇水対策会議を開き、今後のダムの状況によって

は渇水対策本部の設置の検討や市民への節水の呼

びかけの方法であったり、施設操作で水量を減ら

す方法であったり、笹野浄水場の給水区域を舘山

浄水場に切りかえる検討などを協議しました。 

  その後、８月３日の県置賜総合支庁河川砂防課

が開催した綱木川ダム利水調整会議において、ダ

ムからの水道用水の20％取水制限が決まり、この

取水制限を踏まえ、県企業局笹野浄水場では８月

６日から本市を含め２市２町への水道用水の供給

を16％制限することになりました。このため、同

日、上下水道部内に水道渇水対策本部を設置しま

した。 

  渇水対策本部がとった節水対策でありますが、

ホームページ掲載やチラシ配布、広報車による市

民への節水協力のお願いなど節水の呼びかけ、ま

た小学校プールや市営プールの使用中止のお願い、

広幡町成島の非常時に備えた地下水源の活用、笹

野浄水場からの給水区域を舘山浄水場にする切り

かえなどを行ったところです。 

  市民への影響についてでありますが、市民の

方々の節水の御協力や給水区域の切りかえにより、

夏場の給水量の一番のピークであるお盆の帰省期

間を乗り切ることができ、水道水の供給に大きな

影響はありませんでした。 

  しかしながら、８月９日の笹野浄水場からの給

水区域の切りかえの際、一部地域で水道水の濁り

が発生してしまい、御迷惑をおかけしました。ま

た、小学校プールの使用中止につきましては、夏

休みと２学期以降の授業でプールを楽しみにして

いた子供たちには残念な思いをさせてしまいまし

た。この場をおかりしまして、節水対策に御協力

いただきました市民の皆様に感謝を申し上げます。 

  将来も渇水が起きた場合の対策についてであり

ます。 

  １つには、渇水対策に限らず、災害時などの非

常用として自己水源の確保があります。現在ある

広幡町成島や南原笹野の２つの地下水源について

は、今後とも定期的な水質検査や機器の点検など

を行ってまいります。新たな地下水源を確保して

いくことも検討してまいります。 

  ２つ目として、関係機関が早期に渇水対策につ

いて連携していく仕組みづくりの構築が必要だと

思っております。ダム管理者と企業局笹野浄水場

や２市２町の水道事業者、ダムから水道用水以外

の取水をしている団体が不自由なく必要とする取

水ができるダム貯水量を常に確保していくことが

重要であります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、このたびの高温少

雨による農作物への影響と対策についてお答えい

たします。 

  初めに、水稲につきましては、８月初めに、六

郷、広幡、塩井及び窪田地区の一部で水不足によ

る田の白乾亀裂が見られました。その後、各農業

用水の維持管理組合で緊急的に井戸水を揚水した

り、本市上下水道部が管理する井戸水を農業用水

に補給したり、また絶対的に少ない農業用水を地

域内でやりくりしながら全体的に行き渡るよう農

業者の方々が苦労された結果、何とか大きな被害

は食いとめられたと思っておりますが、分げつ不

足により茎数が少ないところが見受けられますの

で、一部では収量の低下と全体的に高温による品

質の低下が懸念されます。 

  大豆、枝豆については、特に水はけのいい砂質

土の畑において、水不足による生育不良により茎

丈が伸びず、さや数が少ないことから収量低下と、

枝豆では品質の低下も懸念されます。 

  野菜では、キュウリやミニトマト、ナスで生育

不良による収量、品質の低下が見られます。 
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  花卉については、小菊の開花がおくれ、需要期

のお盆に間に合わなかったり、アルスロトメリア

では高温による収量低下が見られます。 

  果樹では、ブドウで品質低下が発生し、今後、

収穫期を迎えるリンゴでは、わせ・なかて種が日

焼けと小玉傾向となっております。ふじ等のおく

て種については、今後の雨によっては樹勢が回復

し、果実の肥大も進むものと思われます。 

  また、畜産においては、和牛子牛２頭が高温に

より死亡し、養豚では高温の影響で肥育不良によ

る出荷おくれが生じております。 

  渇水対策の支援策としては、県と市町村が協調

して行う事業として「高温渇水による被害に対す

る農林水産物等災害対策事業」が実施される予定

です。 

  ８月27日に市町村の担当者や関係機関を招集し

ての事業説明会が行われ、現在内容の精査を行っ

ているとのことでした。現段階での情報ですと、

農作物等への被害拡大を防止するための農薬、肥

料やまき直し用種子購入への補助、農業用水確保

のための揚水機等の賃借費用や燃料費、恒久対策

としての井戸等の掘削、かん水施設等の設置費用

の補助、園芸作物の高温による収量・品質低下を

防ぐための換気扇や細霧冷房装置、遮光資材等の

設置、購入に対する補助となっております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、（３）の豪雪対策

についてお答えいたします。 

  議員からお話があったように、昨今は局地的、

集中的な降雪が頻発し、何年か一度クラスの異常

豪雪にも見舞われることが顕著にあらわれてくる

ようになり、当市においても、昨年度シーズンは

累計降雪量が過去５年間の平均を下回ったものの、

幾度となく強い寒波が入り、平均気温が平年を下

回ったことから雪の量が減らず、２月５日に豪雪

対策本部の設置に至ったところであり、また近年

では平成26年度、平成24年度、平成23年度に豪雪

対策本部が設置されるなど、豪雪の年が多くなっ

てきている傾向と言えるのではないかと思ってお

ります。 

  このような背景を踏まえ、御質問の、豪雪を踏

まえた将来的に懸念される除雪体制の問題点や課

題を挙げてみますと、１点目として、急速な少子

高齢化と人口減少の進行があります。少子高齢化

や人口の減少の進行は、住民の雪に対する対応能

力の弱体化につながり、その結果、要望や苦情の

内容が高度化し、それに対しどこまで除雪水準を

維持していけるかがあるかと思います。 

  例えば、除雪作業時に実施している高齢者世帯

等を対象にした押雪軽減支援につきましても、高

齢者世帯の増加に伴い、毎年対象となる世帯が増

加し、作業量もふえ、豪雪ともなれば時間内での

作業完了ができなくなることが考えられます。 

  ２点目としては、持続的な除排雪作業体制の確

保があります。新規作業員による担い手不足や熟

練オペレーターの高齢化によって、除雪オペレー

ターの人材確保が難しくなってきており、また公

共事業が減少している中で、除雪委託業者の体力

不足により、除雪業務を継続的に持続していける

かがあります。 

  殊に豪雪ともなれば、早朝の除雪作業に加え、

日中の排雪作業が連日発生してきますので、除雪

オペレーターへの負担も増してくるほか、効率的

作業を行うには一定規模の機械保有が欠かせない

ところと思っております。 

  ３点目として、除雪対策費用の増加が課題とし

て考えられます。除雪対策に要する費用は、その

シーズンの気温や降雪量によって大きく異なりま

すが、豪雪になれば、特別交付税の措置や幹線道

路除雪費補助の仕組みによって、国からの一定程

度の支援はあるところですが、豪雪シーズンが続

くようになれば、財政的に大きな負担となってき

ます。 

  また、除雪延長の減らない現状の中、労務単価



- 143 - 

の上昇傾向が続いていることや、今後、消費税率

のアップの予定もありますので、除雪対策費用の

増加傾向は拭えないところであります。 

  将来的に懸念される課題などを幾つか挙げさせ

ていただきましたが、言うまでもなく雪国の米沢

にとって冬期間の除排雪による雪道確保は、市民

生活、経済活動にとって大変重要な事業でありま

す。 

  除排雪体制は、市と住民との意識を共有し、協

働で当たることが大事なことでありますので、住

民理解や協力が得られるように努めるとともに、

今後とも問題、課題の解決に向けて検討研究を重

ねていきたいと思っております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは、質問席から再度、順次質問していき

たいと思います。 

  まず初めに、中川市長から総論的なお話をいた

だきましたけれども、市長おっしゃったとおり、

きのうの島貫議員の質問にもありましたけれども、

自然災害、これはやはり行政が直接的に市民を守

るということは不可能だと思います。お話にあっ

たとおり、その危機意識を持ってもらって、やっ

ぱり自分の身は自分で守るんだというような強い

意識を持ってもらうことが何よりも大事。もっと

言えば、危機管理担当部署としては、やはりその

啓発こそが最大の役目であり担いではないかなと

いうふうに思うところであります。 

  そこで一応伺っておきたいんですが、先ほど堤

部長からも、ハザードマップ等の配付を行ってい

るというようなお話をされておりましたが、実際

に、特に土砂災害警戒区域であったり、浸水区域

に住まわれる方々が、それらのハザードマップを

どの程度認識しているのかということを把握され

ているでしょうか。 

  なぜかというと、今回浸水したエリア、西日本

豪雨等も含めまして、そのとき住民もハザードマ

ップの存在すら知らなかったというような声も数

多く報道されておりました。 

  つまり、つくったものの、それらをしっかりと

認識して、避難場所がどこかということを常に把

握していることが大事かと思うんですが、その辺

の市民認識というものはどのように把握されてい

るのか、お知らせいただきたいと思います。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 土砂災害の関係でのハザ

ードマップをつくる際ですけれども、住民の方に

説明会を開催しております。ハザードマップをつ

くるに当たって、避難方法とか、いろいろ地元の

御意見もお聞きしながら作成しているということ

で、作成した後もそれをお配りするなりしており

ますし、ある程度周知はされているというふうに

考えております。 

  また特に、特別に警戒する区域、レッドゾーン

につきましては、いろんな、防災無線関係の戸別

受信機などをつけてはいかがかというようなこと

で、いろいろ問い合わせをしたりしておりますの

で、ある程度そのゾーンの方は、そういう危険の

ある場所だということは認識されているというふ

うに考えております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） その地区の一部の方は

そういったものに参加されているので、今、部長

おっしゃったとおりかと思いますが、そこに住ま

われる世帯数の方々の数を考えたときに、果たし

てそれが行き渡っているかというものを、胸を張

って大丈夫だと言えるでしょうか。そこが私、大

事だと思うんです。 

  こういった啓発というものは、なかなか推しは

かる基準がないんですよね。今おっしゃったよう

なことを聞けば、やっているんだなと思うかもし

れませんが、例えば１つなんですけれども、意識

啓発にかかわらず、例えば、先ほどあった、自主

防災組織の設置率が進まないとあれば、そういっ
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た意味では設置率で高さを推しはかることができ

るでしょうし、または地元の方の認識の率とか、

一定程度そういった何か数字というか、目標を推

しはかれるようなものを設定して、それらを達成

するために、さまざまな啓発活動に取り組んでみ

ると。そういったことも非常に大切ではないかな

と思うわけでありますが、その辺はいかがでしょ

うか。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 土砂災害警戒区域の世帯

数は、確かに先ほど申し上げたように1,000戸ござ

います。そういった意味では、確実に全ての世帯

の方に、そういった危険の意識を持っていただく

ということは必要だというふうに思います。 

  そういったことで、何か指標をといいますか、

認知率をどうやって把握するかという問題はある

かと思いますが、周知の方法をいろいろ検討しま

して、皆さんがそういった状況を把握するような

状況になるように努めてまいりたいというふうに

考えております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） そういった取り組み、

いろいろ見てみたら、これはやっぱり実効的だな

と思う事例がありまして、やはりそれは子供たち

への教育のようでした。 

  多分、小学校では避難訓練等は定期的に行われ

ているかと思いますけれども、例えば自分の住む

土地が浸水エリアにあるということを子供たちに

学ばせると。そして、有事の際はどこに逃げるん

だというようなことを授業の中で取り組んでいる

という自治体の例があったようでございます。 

  そうすれば、子供が帰ったときに、お父さん、

お母さん、うちのとこって洪水になったら浸水す

っかもしれねえんだよなと、じゃあ避難場所はこ

こだよねと、多分そういう会話も家に帰ってから

生まれると。そういった効果も期待できますので。 

  まだ、そういった取り組みは教育委員会ではさ

れていないですね。やっていますか。済みません。

では、通告していませんでしたが、何かそういう

取り組みがもしあれば、済みません、ぜひお知ら

せいただければと思います。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 今年度の例でありますけ

れども、７月に山上地区と関根小学校で合同の避

難訓練を行っております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 関根ですと多分、小学

校も浸水エリアが目の前に迫っているというとこ

ろで、避難を間違えれば甚大な影響が出るという

ことで。そういった意味では、土砂災害警戒区域

も山裾に数多くございます。ぜひ、そういったと

ころを連携しながら、その取り組みは非常にいい

ことだと思いますけれども、危機意識の啓発とい

う意味で、ぜひ取り組みを拡大していただければ

なというふうに思うところであります。 

  ちなみに、緊急告知ラジオ、不配の問題があっ

たところでありますけれども、あちらというもの

は今、実際どのような状況なんでしょうか。必要

数を満たしているのか。その運用状況等も含めて

一応確認させていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 緊急告知ラジオでありま

すけれども、浸水想定区域内と土砂災害特別警戒

区域にある世帯にお配りしたところであります。

浸水想定区域内では667世帯と、企業、団体に95

社、それから土砂災害特別警戒区域では17世帯と

企業２社に配付しておりまして、全体で781台配付

しているという状況でございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 豪雨のほうは以上とし

ますけれども、でも何度も申し上げましたが、例

えば避難指示情報が決壊後に出たとか、そういう

報道も聞きますし、先ほど言ったように、危険マ

ップ、ハザードマップの存在すら知らなかったと

いうような方々、それで避難の意識が欠如して、

逃げおくれてしまって、住宅に取り残されてしま
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ったとかですね。 

  でも、今回の台風を見ると、どこの自治体とは

言いませんが、やっぱり進路を予想しながら、か

なり早目の避難指示情報が出ていたりというよう

なこともありました。 

  地域防災計画内には、数百ページにわたる立派

な計画はあるものの、あれはあくまでも紙面上の

話であります。 

  そういった意味でも、特に危機意識の啓発とい

う部分は非常に大事な、命を守るという意味でも

大事な部分でありますので、ぜひその見直しを行

っていただきながら、その啓発部分ですね、どう

やると周知ができるかということにぜひ努めてい

ただきたいなということを要望したいなというふ

うに思います。 

  渇水対策のほうに移りたいと思いますけれども、

今回、壇上でも申しましたが、まさか渇水が起こ

るということは私自身も全く認識になかったとい

うところで、本当に驚いておるところでございま

す。 

  その中で、渇水と聞いてすぐよぎったのが、や

はり舘山浄水場の件であります。ただいまその廃

止に向けて、基本計画に走っておるわけでござい

まして、経営的な面から今後の維持管理を考えて、

効率的な面から廃止をするんだと。途中、私は濁

りの問題なんかを出して、本当にそのリスクがう

まくバランスとれているのかということで、いろ

いろ御指摘させてもらいましたが、まさに渇水と

いう視点は抜けておったなというふうに反省して

おるところでございます。 

  ストレートに聞きますけれども、今回、舘山浄

水場がなかったと仮定した場合は、当然県水、も

しくは水窪ダムの水を使って市内に給水されてお

ったかと思います。一応、私も県企業局には確認

をしておりましたが、あえてここで伺いたいと思

います。 

  ちなみに、この舘山浄水場がなかった場合、当

然その節水の時期といいますか、そういったもの

は相当早まったと思いますし、ダムの貯水量もも

っと早く、相当早い段階から低下しておったかと

思います。その影響等についてどのように把握さ

れているか、伺いたいと思います。 

○島軒純一議長 宍戸上下水道部長。 

○宍戸義宣上下水道部長 現在、通常の舘山浄水場

の給水量、１日平均でありますが、約3,500トンほ

どあります。この分を笹野浄水場から新たに給水

を受けることになれば、綱木川ダム貯水量の減少

への影響は多少はあるものと認識しております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 多少ではだめなんです

よ。だから、その検証ができていないということ

です。 

  私が聞いたには、お盆過ぎの段階で、舘山浄水

場、水窪、約半分半分、取水したと仮定してとい

う前置きになりますが、当時20.数％だったんです

が、もしそのまま給水を続けていれば、約４％ほ

ど綱木川ダムの貯水量が減っているというような

資料を県の企業局からいただいておりました。 

  つまりどういうことかとなれば、もっと早い段

階に給水制限等が始まったということであります。

ですので、いかにこの舘山浄水場というものが今

回あってよかったかなと実感できる事例だったの

ではないかなというふうに思います。 

  今回の渇水対策、渇水を経験して、本当にやは

りそのリスク分散という意味で、舘山浄水場がな

くなるということは大丈夫なのかということで、

私自身いろいろ調べさせていただきました。 

  今回、議長に許可をもらって、土砂災害警戒区

域の図面を示させていただきましたけれども、笹

野浄水場から受水する大事な受水タンクが、県が

指定する土砂災害警戒区域内にあるというような

ことでございます。これはどういうことかといえ

ば、渇水のみならず、豪雨災害における土砂災害、

そういったものに、その重要なタンクが巻き込ま

れてしまうのではないかと。タンク自体は頑強な

構造かもしれませんが、皆さんあのテレビを見て
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もらったとおり、住宅の大きさのような岩石が落

ちてきて、あれだけの土砂が流出するというとき

に、果たしてタンクが無事であるということを言

えるのかと。そうなれば、渇水ではなく、あのタ

ンクが潰れてしまえば、一瞬にして市内の供給が

停止されるのではないかなというふうに懸念する

ところであります。 

  ちなみに、危機管理を担当する部署として、あ

あいった場所にそれだけの重要施設があるという

ことに対して、どんな認識をお持ちなのか。まず、

堤部長に伺いたいと思います。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 その場所で、いろんな土

砂災害の警戒区域があるわけですけれども、もち

ろんそういった場所にないことが一番望ましいわ

けですが、そこにあっても、それに対して必要な

建物の強度なり、加工されているかとか、いろい

ろございますので、必ずしもその場所に近いとか、

あるいはその場所にあるということだけでちょっ

と、なかなか判断は難しい部分もございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） そんなことを言ってい

ると、住民の安全を守れないのではないですか。

だったら大丈夫ですよ、ほかの住宅も。では、頑

強な建物であれば何、安全だということですか。

建物の強度がよければいいという話。 

  そうではないんですよ。あの被害、見ましたか。

住宅のサイズの岩石が押し寄せる。建物が頑強で

あっても、地面がえぐられてしまえば、その建物

がひっくり返ってしまうんですよ。 

  だから、それだけ危険なエリアにあるというこ

との認識の薄さが多分、市民周知の鈍さにつなが

っているのではないかなというふうに今、感じた

ところであります。 

  ちなみに、管理者としての一応見解も伺ってお

きたいと思います。いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 宍戸上下水道部長。 

○宍戸義宣上下水道部長 御指摘の笹野浄水場であ

りますが、２つタンクがございます。第１基は、

笹野浄水場が58年から給水を始めておりますが、

それを受けるための5,500トン級のタンクです。そ

の後、綱木川ダムができましたときにもう１基、

１万トンの配水タンクを設けております。それが

平成19年度でしたので、そのころにつくっており

ますが、実は土砂災害警戒区域に指定、土石流の

危険があるという指定については、平成22年に指

定されたものであります。 

  実は、御指摘の笹野配水池についてはプレスト

レストコンクリート構造で、強固でありますが、

施設には影響ないものというふうに考えておりま

すが、今後どのような対策が必要なのか至急検討

をしてまいります。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 建物は強固でも、浄水

場本体と配水タンクをつないでいる配管なんてい

うものは、あんなものは土砂でえぐられたら多分

一発でやられるのではないかなというふうに思い

ます。 

  でも、あのテレビで流れている被害を見れば、

幾ら強固なものであっても、それで、もっと恐ろ

しいことが、あれらのタンクが仮にですよ、土砂

に押し流されて、何らかの亀裂でその水が流れ落

ちてしまったとなれば、新たな２次災害を引き起

こしかねないというような状況にあるのではない

かというふうに、すごく今回の災害等、今の置か

れている状況を見て、私は危機感を抱きました。 

  つまり何を言いたいかといえば、そういったよ

うに、必ずしも今、米沢市における水を供給する

体制というものが、安全性が担保されているかと

いえば、まだまだこういった不安が残っていると

いうところであります。もう現に渇水が起きて、

舘山浄水場から緊急的に水を送っているというこ

とを鑑みても、私は舘山浄水場が担っていた役割

というものは非常に大きかったのではないかと改

めて感じました。 

  ５年前の村山の広域水道で起きた濁りによる断
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水、これは最大で８日間続いた市町村があったよ

うでございます。８日間の断水でこうむる被害と

いうものはどれほどのものでしょうか。仮に、例

えばさまざまな業界を考えて、私は飲食業がぽっ

と思い浮かぶわけですけれども、８日間売り上げ

がなかったとなれば、多分１万や２万の損害では

ないはずです。場合によっては数十万といったよ

うな被害が出るかもしれません。業種によっては

それ以上かもしれないと。 

  そうなってくると、確かに経営面からの観点の

水道事業の考え方は大事ですが、やはりどんな状

況にあれ、なるべく、ひねれば水が出ると。市民

負担があっても、一度災害が起きてしまえば、そ

んなものは吹き飛んでしまう状態が起きてしまう

ことが、やっぱり水の供給だということだと思い

ますので。 

  今、基本計画で廃止の検討がなされているとい

えども、今の昨今の状況を鑑みながら、先ほども

御指摘させていただきました、渇水ではないにせ

よ、笹野の配水タンクがそのような警戒区域にあ

るなんていう事実を鑑みて、本当に本市の水道事

業、県水一本に頼っても大丈夫なのかというよう

な検証はしっかりと行っていただく必要があろう

かと思いますが、その辺の認識についてお答えい

ただければと思います。 

○島軒純一議長 宍戸上下水道部長。 

○宍戸義宣上下水道部長 非常時の自己水源としま

して、老朽化した舘山浄水場を更新して残すべき

か、廃止して笹野浄水場からの水道用水を受水す

べきか、平成28年度に検討しましたが、更新のた

めの事業費が大きいことや、今後の人口減少、そ

して給水量の減少などにより、料金の影響などを

検討し、結果、廃止する方針と決定しております。 

  今回のようなダム貯水量の渇水対策の備えとし

ては、舘山浄水場にかわる方法をさまざま研究し

ながら、安全・安心な体制を検討してまいりたい

というふうに思っております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 先ほど、土砂災害でど

んな災害が起こるかわからないから、これから検

討しますと言って、何でそんなありきの返答にな

るかが私、わかりません。おかしいではないです

か。だから、そういった懸念が出てきているから

こそ見直すべきだという話なんですよ。だから、

ありき前提で申しているわけではありません。 

  中川市長、どうでしょうか。廃止前提の話なん

ですか。検討はしないということなんでしょうか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 まず今、県企業局と県水一本でと

いう協議はしてきておりまして、それに対するい

ろんな県企業局からの支援等もありながら、その

対応をしているわけです。ただ今回の、議員おっ

しゃるようなことも含めて、検討といいますか、

流れとしては、今日までの県水一本ということの

方向性は出ているわけでありますので。 

  ただ、土砂災害も含めてどうあるべきか。また

その水源を新たにどう確保するのか。県水一本に

した場合に、県の役割というものはどういうもの

かということについては、やっぱり県との関係も

ありますので、そこは県企業局とこれからの対応

については検討をしていきたいと、このように思

っております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 時間がないのでやめま

すけれども、今、市長のお話があったように、先

ほど御指摘したリスク分散も含めて、ぜひ報告い

ただきたい。これはお願いしたいと思います。そ

の後で進めていただきたい。ありきなしで。起こ

ってしまってからでは遅いということをぜひ念頭

に入れてお願いしたいと思います。 

  もう最後、５分しかないので済みません、除雪

のほうを伺いたいと思います。 

  大変課題はかなり多くあるなということで、改

めて認識をさせていただきました。たくさん聞き

たかったんですが、時間がないので１点だけ伺い

たいと思います。 



- 148 - 

  聞きたかったことは、除排雪協力会についてで

あります。やっぱり、こういう大雪の中でも、自

助、共助、公助という考え方から、自主的に組織

をつくって、お金をためて、そういった除雪の補

助に当たるという考え方、非常にすばらしいなと

いうふうに思っております。本市の除雪を維持し

ていくためにも必要不可欠な組織であると考えま

すけれども、でも一方で、やはりこの状況で除雪

の出動回数がふえて、要するに、今まで積み立て

てきたお金がどんどん、どんどん少なくなってし

まって、枯渇状況が続いているというような相談

もいただいております。 

  その辺の相談といいますか、状況について何か

もし把握されているものがあれば御答弁いただけ

ればと思います。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 ただいまお話があったとおり、

除排雪協力会、公共と住民との協働による生活道

路の確保というような点で、有効な取り組みとい

うふうに思っておるところでございます。 

  ただいま御指摘があったこととか、あるいはこ

としの５月に公表しました米沢市雪対策総合計画

の策定に当たりまして、パブリックコメントでも

除排雪協力会に対する助成制度の充実を求める御

意見が寄せられるなど、除排雪協力会の中には、

御指摘の状況にある協力会もあるのではないかと

いうふうに推察しているところでございます。 

  本事業の支援のあり方についても、除排雪協力

会の実情の把握に努めるとともに、内容のほうを

検討してまいりたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 町内でも住まわれる方

の世帯数が減少していると。そして、先ほども言

った、豪雪だったり、低温の影響により回数もふ

えていると。そして、１世帯当たりの負担もどん

どんふえていると。１万円や２万円ではない、数

十万、場合によっては、町内会によっては100万円

というかなり大きな金額になっておるようでござ

います。こういった支えなくして、やはり本市の

除雪事業を維持していくということは大変難しい

というふうに考えます。 

  ストレートに、部長もお話しいただきましたが、

何を言いたいかといえば、やはりそういった方々

の負担軽減も考えた制度の見直し、もっと具体的

に言えば、今２回目からの補助でしたよね。（「３

回目から」の声あり）はい。そういった意味で、

そういった早い段階からの補助、負担も含めまし

て、お願いしたいなと思います。 

  これは早く手を打たないと、お金が枯渇して、

お金も払えないとなった場合に、除排雪協力会が

解散なんていう事態も、これは本当に近い将来起

こりかねないなと思います。 

  それを想像したときに、では将来の除雪をどう

するのというような話にもなりかねないですし、

いや我々、車使わないからいいはなんて言われて、

道をあけないのかともなるし、そうなってしまっ

ては当然お金を多く出しても、やっぱり米沢市で

道をあける必要があろうかと思いますし、そうい

った意味では、今々差し迫った、私は重大な問題

であると認識しておるところでございますので。 

  今、協力会の事情聴取といいますか、状況把握

を行いたいということもお話をいただきましたが、

ぜひ改めて負担軽減に向けた取り組みを行ってい

ただきたいと思いますので、いま一度、部長から

最後、お言葉をいただければと思います。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 昨今の協力会の状況というよ

うな課題は大きなところと私も思っているところ

でございます。財政面というような、大きな課題

はあるところでございますけれども、その辺を含

めながら、ぜひ検討してまいりたいと思います。 

○島軒純一議長 先ほどの、挙手しないで説明した、

何回目から。ちょっと説明してください。杉浦建

設部長。 

○杉浦隆治建設部長 大変申しわけありませんでし
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た。 

  除排雪協力会の現行制度ですけれども…… 

○島軒純一議長 手短に。 

○杉浦隆治建設部長 はい。重機による積み込み費

用は市で負担して、ダンプトラックは町内協力会、

これは最初からです。そして、３回目以降になれ

ば、運搬に要する費用の３分の１をさらに市で負

担すると。かさ上げ措置があるところです。大変

失礼いたしました。 

○島軒純一議長 以上で15番の中村圭介議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、予算編成の過程を公開してはどうか外３

点、11番皆川真紀子議員。 

  〔１１番皆川真紀子議員登壇〕（拍手） 

○１１番（皆川真紀子議員） 一新会の皆川真紀子

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、６日未明に起きた平成30年北海道胆振東

部地震の被害に遭われた皆様には心よりお見舞い

申し上げます。 

  また、泊原発の外部電源が一時喪失したものの、

非常用電源で冷却され、その後復旧したとのこと

で安堵しています。 

  喉元過ぎれば熱さを忘れる。2011年３月、自然

界からの警鐘を忘れてはいけません。 

  それでは、質問に移ります。このたびは４つ質

問いたします。 

  一つ、予算編成の過程を公開してはどうか。 

  一つ、行政事業レビューについて。 

  一つ、中学校の統廃合について。 

  一つ、学童保育の公設化について。 

  来月から、来年度の予算編成が始まります。米

沢市は、開かれた市政運営を目指す、透明化を高

めると掲げていますが、肝心な予算編成過程の公

開がされていません。３年前にも提案させていた

だきましたが、その後どのような検討をされたの

か。なぜ公開が進まないのか、理由をお願いいた

します。 

  次に、行政事業レビューについてですが、これ

までも再三、一般質問、決算特別委員会などで提

案してきました。ようやく去年から、米沢市行政

経営市民会議において事業評価をされているよう

です。このことは評価されると思いますが、実施

されてどのような結果だったのか。また、今後の

課題等をお願いいたします。 

  次に、中学校の統廃合についてです。南原中学

校の跡地利用はどのような検討をされているのか

お伺いいたします。 

  最後に、放課後児童クラブの公設化についてで

すが、公設化が進まない理由は何でしょうか。 

  また、市長は公約に、充実した子育て支援の一

つとして、学童保育の公設民営化を掲げています。

昨年の９月議会では、コミセン等に併設すること

も考えていかなければならないと答弁されていま

す。 

  間もなく建設される上郷コミセンは、上郷小学

校の隣の敷地で立地条件もよく、もしここに公設

民営の放課後児童クラブが併設されれば、利用さ

れる方にとっても利便性が高くなったのではない

でしょうか。市長は考えを変えたのでしょうか。

変えたのであれば、その理由を説明する責任があ

ると思いますが、いかがでしょうか。 

  以上、１回目の質問を終わります。 

○島軒純一議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、放課後児童クラブの公

設化についての御質問にお答えいたします。 

  これまで市では、各学区における放課後児童ク
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ラブ設立の地域事情が異なることから、既存の放

課後児童クラブの運営主体の意向を尊重して、放

課後児童健全育成事業を実施してまいりました。

そのため、事業を実施するための借り上げ施設に

ついては、市独自の家賃補助をするなど、施設運

営に対して支援を行ってきたところであります。 

  平成27年度の子ども・子育て支援制度導入以前

の放課後児童クラブの運営に関しては、基準とな

る国のガイドラインはあるものの、児童１人当た

りの面積など大まかな目安としての定めしかなか

ったことから、施設によってさまざまな環境で子

供たちが保育されている状況でありました。 

  子ども・子育て支援制度導入後は、市で放課後

児童クラブの設備及び運営に関する条例を定め、

児童１人当たりの面積基準、職員配置基準、備え

なくてはならない設備など、公設、民設に関係な

く一定の環境が確保されている状況にあります。

また、既存の放課後児童クラブには、放課後児童

クラブ用として施設を整備しているクラブもあり

ます。 

  このことから、放課後児童クラブの公設化につ

いて、運営主体の意向や地域事情、小学校の適正

規模・適正配置等を考慮しながら総合的に判断し、

個別に対応をしていきたいと考えております。 

  なお、私の方針でありますが、公設民営、そし

て、できれば地区コミュニティセンターへの対応

については、考え方は一切変わっておりません。 

  以上であります。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、１の予算編成の過

程を公開してはどうかについてお答えいたします。 

  予算編成過程の公表については、行政と市民の

双方向での対話を促し、市民のまちづくりへの参

画意識を高めるなど、一定の効果があるものと考

えております。しかしながら、以前の一般質問の

際にもお答えしたところでありますが、予算編成

過程の公表には費用対効果といったコストの課題

があると考えております。 

  当初予算の編成は、それぞれの事業内容や実施

方法などを検討し、必要な経費を積み上げるとい

う事業担当課の予算要求書の作成から始まり、そ

れらを一つ一つ精査しながら査定を行っていくと

いう膨大な事務作業の積み重ねであります。そう

した中で、新たに公表のための事務を実施するた

めには、その増加する事務量に対応する人的コス

トが必要になります。 

  予算編成過程をインターネットで公表している

自治体の内容を見ると、議会費、総務費などの目

的別に、あるいは部局ごとに、予算要求額と予算

決定額だけを掲載している自治体がある一方で、

事業ごとに要求額の内訳や査定内容などを詳細に

掲載している自治体もございます。さらに、それ

らを公表するとともに、住民からの意見募集を実

施している自治体もあります。 

  このように公表内容などは自治体によって大き

く異なりますが、広く公表し、予算編成過程の内

容を市民に理解していただくためには、事業の目

的や概要を初めとした多くの情報、正確で質の高

い情報を提供していくことが重要と考えておりま

す。 

  当初予算の編成は、10月の予算編成方針の通知

から翌年２月の予算案内示までの長期間にわたる

意思決定の過程であり、その中には十分な検討が

行われていない内容が含まれていることがありま

す。また、国や県の動向など外的要因によって事

業内容が大きく変化していくこともあり、こうし

た内容や変化を含む予算編成過程を公表していく

ことにより、市民の皆様に対して誤解や混乱を生

じさせる懸念もございます。 

  これらのことを踏まえ、現段階では予算編成過

程の公表につきましては難しいと考えているとこ

ろでございます。 

  現在、当初予算案の付議資料として、予算審議

の円滑化や予算案の市民理解を図る目的で、当初

予算重点事業等説明書を作成し、議員各位に配付
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するとともに、市のホームページで公表しており

ます。本市としては、まずはこうした予算案の内

容を市民の皆様にわかりやすくお知らせすること

のほうが最も重要なことと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、行政事業レビ

ューについての御質問にお答えします。 

  御質問の中にもありましたが、本市では昨年度

開催した行政経営市民会議におきまして、「事務

事業評価」という名称で外部の評価を試行的に実

施いたしました。 

  具体的な方法としましては、まちづくり総合計

画第２期実施計画の策定に際し、これまでも行っ

てきたところではありますが、その前の第１期実

施計画に搭載された230件の事業から、委員の方々

から選定いただいた４件の事業について、各課が

行った内部評価の結果に対して、外部の視点をも

って御意見をいただいたものです。 

  本市としましても、初めての試みでありました

ので、評価の過程において委員の方からさまざま

な御意見をいただき、また課題が見えてきたと感

じております。 

  当面の課題としましては、２点ございます。 

  １点目は、評価の基準となる内部評価の結果に

ついてであります。これまでも、それぞれの担当

課が現行の実施計画に掲載されている事業の評価

を行ってきたところではありますが、どうしても

行政の事務は専門的な面が多いことから、委員の

方々にとって非常にわかりづらい資料や説明であ

ったと感じているところであります。 

  ２点目は、評価の方法であります。当初の想定

では、各事業について、事業目的の妥当性、事業

の有効性、効率性、公平性の４つの観点から委員

の意見を伺った上で、事業を拡大していくか、縮

小していくか、廃止すべきか、現状維持をすべき

か、完了すべきか、また他の事業と統合すべきか

という６つの視点で今後の方向性をまとめる予定

としておりましたが、先ほど申し上げましたとお

り、委員の方々にとって行政の事務事業がなかな

かわかりづらかったという点もあり、また、いた

だいた意見もさまざまで、拡大の方もいれば、縮

小の方もいるなどしたことから、意見の取りまと

めという程度にとどまっており、市民会議として

方向を定めるという段階までには至ってはおりま

せん。 

  委員からは、「判断の基準がつきにくい」「も

う少し議論を深めたかった」という意見を頂戴し

ておりますので、わかりやすい判断基準の検討や、

さまざまな意見がある中でどのような形でまとめ

ていくべきか、再度検討を行う必要があると考え

ております。 

  なお、実施計画の評価は２年に１回となります

ので、今年度は実施いたしませんが、来年度実施

する際には、昨年度行った際の課題を整理し、外

部委員による事務事業評価を意識した形で各担当

課に評価を行ってもらい、市民会議での議論を実

施してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、南原中学校の利活

用についてお答えいたします。 

  今年度末で閉校となります南原中学校の利活用

につきましては、本年２月に南原地区の代表の

方々で組織する南原中利活用検討委員会から要望

書の提出を受けまして、閉校後の校舎の利活用の

方向性を検討するため、関係各課等の長による南

原中学校利活用庁内検討委員会を設置して、４月

からこれまで４回にわたり検討を重ねてまいりま

した。 

  この結果、現段階としましては、要望書にござ

いますコミュニティセンターや学童施設、歴史資

料館等を中心に、要望項目のうち実現可能な機能
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を整備し、南原中の利活用を進める方向で取りま

とめを行っております。 

  今後は、公共施設等総合管理庁内検討委員会で

の調整を踏まえ、行政経営市民会議等の御意見を

いただくとともに、南原地区の代表者の方々と連

携しながら、詳細な整備計画を取りまとめてまい

りたいと考えております。 

  なお、事業化に当たりましては、財源の確保が

必要でありますので、国等の補助制度の活用等に

より、さまざまに事業費の確保を図りながら、早

急に事業に着手できるよう、関係機関等と協議を

行ってまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、４番、放課後

児童クラブの公設化における上郷コミュニティセ

ンターと放課後児童クラブの併設についてお答え

いたします。 

  上郷コミュニティセンター建設に際しまして、

放課後児童クラブの併設についても検討してござ

います。上郷地区では、上郷児童センターで既に

放課後児童クラブが実施されており、恒常的に放

課後児童クラブの待機児童が発生していないこと

を確認しております。 

  また、集団保育と放課後児童クラブを兄弟で利

用する場合など、同じ施設であることで保護者の

利便性が図られている点もあります。 

  さらに、児童センターでは運営委員会が組織さ

れており、集団保育と放課後児童クラブともに上

郷地区の協力を得ながら運営されていることから、

集団保育と放課後児童クラブを切り離し、放課後

児童クラブ機能のみを上郷コミュニティセンター

に移す利点がなかったことなどから、併設に至ら

なかったものであります。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） それでは、再質問さ

せていただきます。 

  まず、予算編成過程の公開についてですが、先

月、山形県市議会議長会主催の講演会が山形であ

りました。そのときの講師が元鳥取県知事の片山

氏でしたが、全事業の予算編成過程の公開を全国

で最初にした元知事です。 

  鳥取県のホームページを見ますと、課ごとに全

ての事業の予算編成過程と事業費、事業の目的、

概要、財源内訳、全てが載っています。 

  ここまでではなくても、予算要求書をつくると

きから、公開する前提で、誰が見てもわかりやす

いものをつくればいいと思いますが、答弁でも、

事務量が増加する、費用対効果ということでした

が、最初からこういったものをつくれば問題ない

と思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 私も鳥取県のホームページを

拝見いたしまして、片山元知事が最初に予算編成

過程の公表を始めたことは私も存じ上げておりま

す。 

  まず御質問の、初めからその様式をつくれない

かということでございますけれども、予算要求自

体は電算システムになってございまして、その入

力方法は決まっております。そこには細かい、非

常に詳細なものが記載されます。個人情報はもと

より、中には入札にかかわるような情報も書き込

まれます。それを公表できるような様式にするこ

とは、現時点では不可能でございます。 

  したがいまして、そういった事務作業の事情も

ありまして、なかなか難しいということを申し上

げたところでございますので、御理解をお願いし

たいと思います。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 答弁でも、県、国の

動向で変わった、もしくは最初の、当初からの意

向が大きく変わったと。そういうことを市民に公

開しなくてもいいと思うのか、そういうところこ

そ市民に公開するべきだと思うのか、意識の違い

だと思いますが、米沢市は前者ということでよろ
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しいんでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 そういったことまでできれば

望ましいと私も思います。できればそうしたいと

いうものは、そう思っているところでございます

けれども、何度も申し上げておりますが、なかな

かその事務が追いつかない状況がございます。 

  公表する以上、やはりその事業内容ですとか、

査定理由が十分に伝わらなければ、なかなか公表

する意義が発揮されないというところがございま

すので、なぜそのようになったのかが、見る側、

市民の皆様方がわかるようなことまですれば非常

に事務量がふえると、そういったことがございま

すので、難しいというようなところでございます

ので、御理解をお願いしたいと思います。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 総務省の統計でも明

らかですが、米沢市職員の給与は、政令都市以外、

全国1,700自治体の平均以上です。３分の１くらい

のところに位置しています。同じような給与をも

らっていて、できない理由は何でしょうか。公開

している自治体職員との違いは何でしょうか。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 予算編成過程の公表について

申し上げれば、そういう観点において非常に重要

視されて取り組んでいる自治体、そういった考え

方もあると思いますけれども、本市としましては、

まずは、壇上から申し上げましたが、予算内容に

ついての説明をするほうが優先だろうと考えてい

るところでございますので。 

  他自治体にはそれぞれの事情があると思います

が、本市におきましても、他市町村がやっている

かといって、簡単になかなかできるものではござ

いませんので、その辺はやはりそのやることの意

義などを考えながら対応すべきと考えております。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 次に、行政事業レビ

ューについて伺います。 

  米沢市行政経営市民会議は平成27年からだと聞

いています。その前身は米沢市行財政改革推進市

民委員会であり、平成７年からと聞いています。

平成17年にはパブリックコメント制度もできまし

た。この二十数年、委員の方の意見を市民の意見

として行政に反映してきたということなのでしょ

うか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 もちろん、さまざま市民

の方の御意見をいただく機会というものは、さま

ざまな方法がございます。アンケートとかパブリ

ックコメント、もちろん各説明会などありますが、

その中で、行政経営市民会議としましては、附属

機関として条例で規定をさせていただきながら、

きちんとした形で市民の代表の方に御意見をいた

だくという位置づけをしているというようなこと

でございます。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） ということは、市民

の意見ということで参考にされてきたということ

ですよね。として、その結果が今だとしたら、こ

れまでの米沢市に対して、政策的なもの、いい評

価をする市民の声は聞きません。 

  普通の市民はどう思うのか。その他大勢の市民

はどう思っているのか。それを事業評価に、そし

て予算編成に反映させていく方法を考えていかな

ければならないと思います。幅広く、多くの市民

に参加していただく方法として、無作為抽出型が

効果的だと結論づけている民間のシンクタンクも

あります。行く行くはそういった方法も検討して

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 さまざま、いろいろ考え

方はあると思います。しかしながら、私どものほ

うは現時点で、今後のさまざまな施策を考える上

で市民アンケートをいただいて、参考にさせてい

ただくというものはございます。 

  しかしながら、事業の取捨選択について、市民
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の方、今、議員おっしゃったような、無作為に選

んだ方々からマルかバツかというふうなところで

選択をするというようなものは、私どもは現時点

では考えていないところでございます。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 事業評価の基本は２

つで、外部の目を入れることと、公開。外部とい

うものは、各地で事業評価の経験を積んだ人。行

政内部や事業、制度に詳しい人です。おととし、

加古川の公開事業評価を個人視察として傍聴して

きたときには、ほかの自治体の現職の職員が外部

評価人としていました。 

  伺いますが、せっかく米沢市も外部評価として

いるわけですから、事業評価の経験を積んだ人に

参加してもらったほうがいいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 専門家、全く米沢市に関

係のない専門の方に入っていただくということは、

それは非常にメリットはあると思います。全く先

入観なく、客観的に事業を見ていただけるという

ようなところはもちろんプラスでございますが、

その反面、危惧しているというものにつきまして

は、やはり米沢市の事情を果たしてそこまで御理

解いただけるのかと。 

  例えば、例としてふさわしいかなんですが、雪

対策などについては、やはり米沢の雪を知ってい

ただかないとということでは、なかなか評価をい

ただけない部分もあるのではないかなというとこ

ろで、そのような方をうまくお願いできるかとい

うものは今後の課題にさせていただきたいと思っ

ております。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 確かに、その地域事

情がわからないということはあると思います。で

すから、専門的な知識を持った、経験を積んだ人

と、市職員の議論を聞いて、さらにその評価人の

意見、結果を参考に、さらに無作為抽出で選んだ

市民の人たちがその議論を聞いてどう思うか。そ

れで、その結果を反映していくという方法が望ま

しいと思いますので。まだ駆け出しだとは思いま

すが、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、南原中の跡地利用について伺います。 

  地区の利活用検討委員会からの要望を受けて、

コミセン、学童保育、放課後児童クラブを移設し

たいという方向で検討されているということでし

たが、暫定的に移転させて、そしてその後どれく

らいの期間を使用される想定でいるのか伺います。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 今、議員から、暫定的に

というお話でございましたが、今回もし南原中学

校のほうにコミセンを移転させた場合には、これ

は当面の間、暫定的ということではなくて、しっ

かりと長い期間使っていただくという前提で考え

ております。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） その長い期間という

ものは、どれくらい想定していらっしゃるのでし

ょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 一概に何年間というよう

な縛りを持って考えているわけではなくて、全て、

ほかの施設もそうでありますけれども、その施設

について、きちんと使える期間は使っていくとい

うことで考えております。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） では、新築の計画は

ないということでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 今回、南原中のほうに移

転をするということになれば、その施設が使えな

くなれば、また新たに新築をするということもな

きにしもあらずというふうには思っておりますが、

現時点で新たに新設をするために暫定的にという

考えではおりません。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 
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○１１番（皆川真紀子議員） では、耐震補強のさ

れている現南原中学校の木造平家建てですが、そ

の耐久年数、使用可能年数はどれくらいと考えて

いらっしゃるのでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 南原中学校も築後、結構

な年数が経過をしております。御存じのとおり、

木造でありますので、木造も一定の耐用年数とい

う考え方はありますけれども、木造につきまして

は、さまざまきちんと手を加えて維持補修をして

いけば、相当長い期間使えると。現在でも、明治

の建物であったりというものが残っておりますの

で、きちんと手を加えて維持管理をすれば使える

と、木造については考えておりますので、一概に

あと何年とは言えないというふうに思っておりま

す。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 具体的な数字がいた

だけないんですけれども、明治からというと、で

は今後100年くらいを想定していらっしゃるので

しょうか。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 一つの例として、現存し

ている木造の建築物もあるというお答えをさせて

いただきました。 

  これからの公共施設の考え方でありますけれど

も、教育施設、さまざまありますが、そちらにつ

いても長寿命化を図って、長い期間使っていくと

いうような考え方に転換をしております。 

  通常、今までですと、コンクリートの建物です

と、四、五十年で建てかえというようなことが今

までの考え方でありましたが、今後はそれを定期

的に大規模改修なりをしていきながら、その期間

を延ばしていく、七、八十年使えるような使い方

をしていくということが基本的な考え方に、公共

施設の使い方の考え方になっていきますので、全

体的にそういった考え方で整備をし、利活用して

いきたいということで、南原中学校についてもそ

のような考え方にのっとって利活用していくこと

になろうかと思っております。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 念のため確認させて

いただきますが、新築の計画はなくて、暫定的で

もなく、移転をさせるという計画でよろしいです

よね。 

  次に、放課後児童クラブの公設化について伺い

ます。 

  税金が有効に使われているか、納税者の視点で、

公設民営化で運営されている天童市と、米沢市の

委託料、その他補助金を比較してみました。こど

も課から集計していただき、天童市にも同じ項目

で、決算書をもとに子育て支援課の担当者から集

計していただきました。 

  天童市は23施設あり、平成30年５月１日現在で

の利用児童数が1,126人です。ちなみに、全体数は

3,305人ですので、利用率は米沢市とほぼ同じ３割

です。天童市の委託料とその他補助金は２億4,193

万6,412円です。それを、単純にですが、児童数

1,126人で割りますと、児童１人当たりにかかって

いる経費は21万4,863円となります。 

  米沢市は37施設に対して３億7,629万4,913円で

すが、天童市と同じ比較にするために、委託料か

ら家賃補助1,993万3,000円を引きますと、３億

5,636万1,913円となります。それを、平成30年５

月１日現在利用児童数1,344人で割りますと、児童

１人にかかっている経費は26万5,150円です。 

  つまり、天童市が21万4,863円に対して、米沢市

は26万5,150円で、１人当たり５万287円かかり増

ししています。もし、天童市の経費で計算した場

合、21万4,863円掛ける1,344人は２億8,870万

5,872円で、私個人的な単純な計算ではありますが、

年間6,758万6,041円が節約になる計算になります。

民設民営に委託金、補助金を出して運営するより、

米沢市主導でちゃんとした公設民営をすれば、約

7,000万円節約になるのではないかと思うのです。

これに関してはいかがな御見解でしょうか。 
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○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 事前に、天童市との比較

ということでお伺いしておりましたので、数字を

見せていただきましたが、今おっしゃられたよう

な１人当たりの金額の差、これが公設民営、民設

民営の中身だというふうには、詳細を見てみない

とわからないわけですので、申しわけないんです

が、ちょっとコメントできないと思います。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 私も、この差がどこ

から出てくるのかわからないので、逆にお聞きし

たかったのですが、しようがないと思います。 

  次に、委託料補助金の内訳の中の人件費の項目

です。天童市が２億6,440万2,559円に対して、米

沢市は３億6,976万8,669円です。常勤、非常勤の

支援員、補助員の合計で、ざっくりとした計算に

はなりますが、天童市が133人ですので、１人当た

りにすると人件費は198万7,989円です。米沢市は

238人ですので、155万3,649円です。 

  全体の経費はかかり増ししている。指導員の人

件費は安い。どこからこの差が生まれてくるかは

私もちょっとわかりませんが、この状況をどう思

われるでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 米沢市のほうの人件費に

ついては、議員おっしゃられたような数字を私も

持っておるわけですが、そもそも天童市のほうの

人件費にかかる経費がどのような算出をなされて

いるのか、ちょっと私はつかんでございませんの

で、そちらのほうもちょっとコメントは難しいと

思います。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 天童市の担当者の方

に、公設民営のメリットは何ですかと聞いたとこ

ろ、やはり市主導で公設の建物を利用できると。

学校の空き教室、敷地などということです。 

  今後20年以内には小学校の統廃合が進んでいく

わけですが、それにあわせて、天童市もしている

し、高畠町もしているし、整備計画が必要だと思

いますが、米沢市は現在つくられておりません。

今後つくられるのか伺います。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 施設の整備計画につきま

しては、今後の放課後児童クラブのあり方として、

その必要性については市でも十分認識しているつ

もりでございます。 

  ただ、今後の小学校の適正規模・適正配置、そ

れから公共施設の総合管理計画などとの整合性を

図りながら今後、検討課題とさせていただきたい

というふうに考えております。 

○島軒純一議長 皆川真紀子議員。 

○１１番（皆川真紀子議員） 私は、放課後児童ク

ラブの運営を何でかんで一本化にしなくても、公

設と民設が並行しても問題ないと思っています。 

  保育園も高校も、公立と私立があります。利用

者が選択すればいいわけで、一番は、市内の子供

たちが平等な施設で、安全で、きれいで、新しく

とは言わなくても、そういう場所で過ごせる場所

を市が責任を持って提供する、こういったことが

大事だと思っていますので、米沢市主体で、市長

の公約どおり公設民営化を進めていただきたいと

思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で11番皆川真紀子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ０時５９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の農業の現況と今後の政策について

外１点、４番佐藤忠次議員。 
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  〔４番佐藤忠次議員登壇〕（拍手） 

○４番（佐藤忠次議員） 皆様、こんにちは。こと

しで喜寿を迎えました、櫻田門の佐藤忠次です。

老人の意見も聞いてください。 

  それでは、質問させていただきます。 

  私の議員生活も24年の後半を迎えようとしてい

ます。この間、一般質問も平均年間２回ぐらいや

ってきたのではないかと思います。今回で恐らく

50回目ぐらいになるのかもしれません。 

  私の支持母体は、主に農家の方々が大半であり

ます。一般質問の内容も、農業関係が多かったの

ではないかと思います。議員になる前に、農業委

員を３期９年間務めさせていただきました。今回

の質問も、農業関係でお聞きしたいと思っており

ます。 

  それでは、質問に入ります。 

  米沢市の農業を取り巻く現況と今後の政策につ

いてをお伺いします。 

  まず、１つ、新制度での農業委員会の課題はな

かったものでしょうか、お伺いします。 

  ２つ目に、農地中間管理機構の利用状況につい

てお伺いします。 

  国が出している、人・農地プランの受け入れ状

況はどのようになっているんでしょうか。お伺い

します。 

  ４つ目、耕畜連携による水田酪農の問題点はな

いでしょうか。お伺いします。 

  国がことしから取りやめた減反政策、そして今

後の課題についてお伺いします。 

  水田におけるイノシシの被害が大変出ています。

その状況と捕獲対策はどのようになっているか、

お伺いします。 

  ７つ目、水田の荒廃地面積と今後の対策はどの

ようになっているか、お伺いします。 

  ８つ目に、ドローンによる農薬散布が普及しま

した。市として、これに対して支援はないものか

どうか、お伺いします。 

  去年11月４日には、東北中央自動車道が開通し

ました。ことし４月20日には、道の駅米沢が開業

しました。長年の夢がかないました。この施設を

どのように利活用していくかが地元米沢市に課せ

られた大きな課題だと思います。もちろん山形県

でも南の玄関口として期待しているようです。 

  米沢市の歴史文化遺産を活用した観光事業につ

いてお伺いします。 

  道の駅米沢における観光案内は順調に進んでお

るのでしょうか。お伺いします。 

  インバウンド観光の取り組みはどのように考え

ておられるか、お伺いします。 

  六郷藤泉地区広井郷幼稚園跡に公益財団法人農

村文化研究所があります。所長には、神奈川大学

教授の佐野賢治先生が就任されております。毎年

８月初旬にセミナーを開催しております。ことし

で31回を数えたそうです。先生は、今も学会等で

中国を初め世界各地をいろんな会議で訪問されて

おります。 

  先生の教え子で、中国で日本語の教鞭をとられ

ておられる程亮さんは、２年前、農村文化研究所

関係の10人を北京の国立農業博物館や西安、南京

の大虐殺記念館、上海の町並みなどを案内してく

れました。彼は今、広東外語外貿大学で日本語学

科の生徒500名、院生150名に副主任として教鞭を

とっておられます。程さんが言うには、ぜひ米沢

と、学生留学の場として交流したいとおっしゃっ

ていました。 

  公益財団法人農村文化研究所をインバウンド観

光に活用する考えはないでしょうか、お伺いしま

す。 

  また、義務教育の中で、社会科の必修科目、先

祖の暮らしへの努力や工夫が理解できる場として

の利活用など検討されたらいかがでしょうか、お

伺いします。既に六郷小では実施されているよう

ですが、これを市内の全生徒と申しますか、小学

校に普及されたらいかがなものでしょうか。お伺

いします。 

  最後に、上郷地区に浅川山、俗名戸塚山があり
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ます。近くを流れる川は、俗名は梓川、天王川で

す。近くの神社はお天王様と呼ばれております。

かつて明治天皇が置賜を御巡幸されたとき、米沢

の堤邸で御休息され、戸塚山はどちらのほうかと

お聞きなされたと伝えられています。 

  戸塚山には192の古墳群があります。戸塚山の今

後の発掘予定と、史跡公園としての観光地にでき

ないものでしょうか。お伺いします。 

  以上で壇上からの質問を終わらせていただきま

して、若干質問席でお伺いします。 

○島軒純一議長 伊藤農業委員会会長。 

  〔伊藤精司農業委員会会長登壇〕 

○伊藤精司農業委員会会長 私からは、本市の農業

の現況と今後の政策についてのうち、新制度での

農業委員会の課題についてと、農地中間管理機構

の利用状況についてをお答えいたします。 

  まず、農業委員会の制度でありますが、平成28

年４月に農業委員会等に関する法律が改正され、

農業委員の定数については、農業委員会の会議を

機動的に開催できるよう、現行の半分程度とする

国の方針が示され、これを受けまして、当農業委

員会では定数を32名から19名に減員し、選出方法

についても、公職選挙法に基づくものから、市長

が議会の同意を得て任命する方法に変わりました。 

  また、農地等の利用の最適化の推進を担う目的

で新設されました農地利用最適化推進委員16名に

つきましても、担当する区域ごとに農業委員会か

ら委嘱を行いまして、昨年７月20日の改選時期に

あわせて新制度に移行したところです。 

  農業委員と農地利用最適化推進委員の業務につ

きましては、農業委員は、これまでどおり市内全

体の農地の貸借や売買、農地転用の許認可業務を

担い、新設されました農地利用最適化推進委員に

つきましては、担当する区域で農業者との話し合

いを推進し、農地の貸し手、借り手に対する働き

かけを行いながら、農地等の利用の最適化の推進、

具体的には、担い手への農地利用の集積・集約化、

遊休農地の発生防止、解消、新規参入の促進に向

けた現場での活動が主な業務となっているところ

です。 

  農業委員会の運営方法も変わりまして、これま

での農地部会、農政振興部会の部会制から総会制

一本に変わりまして、２つの部会の議題を毎月開

催される定例総会で審議しております。 

  農業委員と農地利用最適化推進委員の連携につ

きましては、毎月開催されます農事相談や、２月

に開催する定期総会において、両委員が総会審議

案件の情報の共有を図るとともに、農地等の利用

の最適化を図るため、推進計画や諸課題の協議を

行い、連携しながら業務に当たっているところで

す。 

  新制度の農業委員会の課題といたしましては、

農業者の減少や高齢化を背景として、これまでの

農地法等に基づく許認可事務のほかに、農地等の

利用の最適化の推進に関しまして、農業委員会が

積極的に取り組んでいくことが制度的に位置づけ

られ、これに農業委員と農地利用最適化推進委員

が連携し、農家の意向をしっかりと把握しながら、

農地流動化の促進や、意欲ある農業の担い手の育

成、確保、農地の保全及び農地の有効活用を図っ

ていくことが明確化されましたので、これをいか

に推し進めていくかが大きな課題であると捉えて

いるところです。 

  次に、農地中間管理機構の利用状況についてお

答えいたします。 

  農地中間管理事業は、貸借を中心とした農地の

中間的な受け皿機能を強化し、認定農業者等の担

い手や新規就農者等への集積、集約を促進し、農

地利用の効率化と生産性の向上を進めることを目

的として、平成26年度にスタートいたしました。 

  農地中間管理機構の利用状況でありますが、平

成26年度に本事業がスタートしまして、昨年度ま

でに148ヘクタール余りの農地を貸し付けている

ところです。 

  農地中間管理事業を活用するに当たっては、公

図の筆界と現況が整合しなければ貸し付けを行う
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ことが難しいことから、圃場整備が完了している

農地については事業の進捗が図られている一方で、

中山間地等の未整備箇所は事業の円滑な推進が図

られていないということが課題となっております。 

  農地中間管理事業は、発足から５年目を迎え、

現在、国におきまして制度の見直しが進められて

おりますので、今後どのような制度改正が行われ

るか注視してまいりたいと思っているところです。 

  今後におきましても、農地中間管理事業の一層

の推進を図りながら、認定農業者等の担い手への

農地利用の集積・集約化を進めることにより、農

地の有効利用、遊休農地の発生防止、解消に努め

てまいりたいと考えているところであります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、１の本市の農業の

現況と今後の政策についての（３）から（８）ま

で、そして２の本市の歴史文化遺産を活用した観

光事業について、（１）から（３）までお答えし

たいと思います。 

  初めに、人・農地プランの状況についてお答え

いたします。 

  本市では、平成24年２月に、人・農地問題解決

加速化支援事業実施要綱に基づき、人・農地プラ

ンの取り組みを行っているところです。 

  人・農地プランにおける具体的な話し合いの内

容としましては、初めに、近い将来における農地

の出し手の状況を確認いたします。次に、今後の

地域の中心となる経営体について、また将来の農

地利用のあり方について話し合いを行います。 

  本市の状況としましては、旧村単位の11地区全

てにおいてプランは作成されております。しかし

ながら、同プランは一度作成して終了というもの

ではなく、その地域内の状況の変化に応じて内容

を変更していくものでありますので、市農林課の

地域連携推進員が各集落の農業振興組合長を中心

に訪問等を重ね、当該地域の営農状況等の情報収

集を行っているところです。 

  また、地域農業に明るい農業委員や農地利用最

適化推進委員の方々とも連携し、地域での話し合

いを積極的に進めることで、今後とも情報の共有

を図り、同プランにおける内容の充実を図ってま

いります。 

  次に、耕畜連携による水田酪農の問題点はない

のかについてお答えいたします。 

  本市では、安定した米価を維持するために、山

形県農業再生協議会が提示した生産の目安に基づ

き、需要に応じた米生産の取り組みを推進してお

ります。この取り組みで支払われる水田活用の直

接支払交付金の中に耕畜連携助成があります。こ

れは、飼料用米等のわらを家畜の飼料として利用

したり、飼料作物を生産した圃場に堆肥散布を行

うなど、稲作等が主体の耕種農家と畜産農家が連

携した資源循環の取り組みに対して助成されるも

のです。 

  需給調整の取り組みや助成金の内容については、

米沢地域農業再生協議会で作成しております「米

沢地域水田農業の概要」に記載し、毎年、年度が

始まる前に農業者の皆様に配付し、周知を図って

いるところです。 

  飼料作物には、牧草、デントコーン、ホールク

ロップサイレージ用稲があります。ホールクロッ

プサイレージ用稲は、主食用米と同様の管理で栽

培できますので、水田の形状を変えることなく作

付できますが、酪農経営の規模拡大に伴い、今後

は栄養価の面や乳量増加の効果があるデントコー

ンの栽培がふえることが予想されます。山間部の

保全管理田への作付の増加も見込まれ、耕作放棄

地の解消にも有効でありますが、排水をよくした

り、雑草を繁茂させないための対策が必要となる

ため、また稲作とは違った対応が必要になります。 

  本市としましては、今後のデントコーンの作付

拡大に対応するため、大規模に作付した場合の雑

草・害虫対策を記した栽培マニュアルを県農業技

術普及課より技術指導をいただきながら作成いた
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しました。 

  今後は、圃場巡回を通し、除草剤や殺虫剤散布

の効果を確認するなど適正な管理に努めていただ

くよう、市としても指導が必要であると考えてい

るところです。 

  次に、国が取りやめた減反政策と今後の課題に

ついてお答えいたします。 

  平成30年産米より国による米の生産数量目標の

配分と、10アール当たり7,500円の米の直接支払交

付金の廃止などの米政策の見直しが行われ、主食

用米の需給調整への国の関与がなくなりました。 

  国からの生産数量目標の配分が廃止されたこと

で、生産過剰による米価下落、それに伴って所得

減少などが懸念されることから、安定した米価を

維持していくため、山形県では、県が主体となり、

関係者による検討を行ってまいりました。 

  平成30年産米以降の対応といたしましては、山

形県農業再生協議会がこれまでの生産数量目標の

配分にかわる「生産の目安」を算定して、市町村

ごとの地域農業再生協議会に提示し、地域農業再

生協議会では提示された「生産の目安」に基づき、

農業者ごとの「生産の目安」を算定し、これまで

と同様に農業者の皆様にお示しして、需給調整へ

の取り組みを推進しております。 

  本市においては、主食用米61％、転作39％の配

分を農業者の皆様にお示ししており、現在、転作

作物の作付状況について現地確認を行っておりま

すが、農業者の皆様の御理解と御協力により、お

示しした「生産の目安」は達成される見込みであ

ります。 

  今後の課題としましては、需給調整の目標を達

成していることが条件となっていた米の直接支払

交付金が廃止されたことにより、需給調整に参画

されない農業者がふえ、米価が下落する懸念があ

りますので、いかにしてこれまでと同様に需給調

整に参画していただくかということが挙げられま

す。 

  このことについては、「生産の目安」をしっか

り守ってもらうための誘導策として、需給調整の

目標達成を県の土地利用型作物関連の補助事業採

択時の評価ポイントとすることや、「つや姫」「雪

若丸」の生産者認定の要件としているほか、転作

作物に対する国からの交付金は継続されますので、

平成31年以降も県や関係機関と連携し、需要に応

じた主食用米の生産の取り組みを推進していきた

いと考えております。 

  次に、水田におけるイノシシの被害状況と捕獲

対策についてお答えいたします。 

  水田におけるイノシシの被害の状況であります

が、平成26年ころから南原、簗沢、赤崩付近で水

田及び休耕田の掘り起こし等が確認され始めまし

た。最近では、上郷、万世、山上、南原等の広範

囲において畦畔破壊や水田の踏み荒らしが確認さ

れております。 

  米沢市において実施しておりますイノシシの捕

獲は、米沢市有害鳥獣対策連絡協議会等において、

平成26年度から開始しており、その実績は、平成

26年度が７頭、27年度が４頭、平成28年度は71頭、

平成29年度が34頭となっております。ことしの11

月ころからは、山形県が新しい捕獲体制を構築す

る目的で、米沢市及び川西町においてイノシシの

捕獲事業を予定しており、市としても積極的に協

力していく考えです。 

  しかしながら、兵庫県では推定生息頭数の約半

数を捕獲しても頭数が減らないという事例もあり、

繁殖力が高いイノシシは捕獲のみの対策では農地

を守り切れないと考えていることから、農林課と

しては、環境整備や捕獲おりへの助成とあわせ、

電気柵の設置への助成を推進しております。 

  現在、市及び協議会で実施している電気柵関連

事業は、国の鳥獣被害防止対策総合交付金による

広域的な電気柵設置に要した資材費等の補助と、

県及び市の鳥獣害防除対策推進事業費補助金によ

る、主に個人を対象とした電気柵設置に対する補

助事業を行っております。 

  また、イノシシに限らず鳥獣による被害が起き
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にくい環境整備、例えばやぶ化している箇所の草

刈りを行い、鳥獣が農地に入りにくい環境をつく

り出したり、庭先の柿の実をそのままにしない、

野菜等の残渣を屋外に捨てたりしないなど、個人

単位ではなく集落単位での取り組みや協力が前提

として必要であり、この下地の上に、電気柵や捕

獲や追い払い等があってこそ効果的かつ持続的な

対策として成立するものと考えておりますので、

官民一体となった取り組みを積極的に行うことが

大切であると考えております。 

  次に、水田の荒廃地面積と今後の対策について

お答えいたします。 

  農業委員会と連携して毎年実施しております荒

廃農地調査の結果では、本市の最新の荒廃農地面

積は約15ヘクタールで、これは本市全農地面積の

0.33％であります。そのうち、荒廃の程度により

再生可能と判断されるものが約４ヘクタール、う

ち水田は２ヘクタールです。 

  過去５年間の趨勢を見ますと、年度にもよりま

すが、全体としては増加傾向にあります。これは、

特に中山間地域において担い手・後継者不足によ

り管理の行き届かない農地がふえていること、ま

た有害鳥獣の被害が増加していることなどが主な

要因ではないかと考えられます。 

  今後の対策としましては、再生可能な農地につ

いては、できる限り再生農地として活用していき

たいと考えております。再生のための具体的な手

法としましては、１つは、国の荒廃農地等利活用

促進交付金の活用があります。これは、農業者等

がみずから再生作業を実施し、当該農地を借り受

けて営農を再開する場合に、その再生に係る経費

に対して10アール当たり５万円の支援を受けるこ

とができるものです。 

  主な採択要件としては、荒廃農地調査に掲載さ

れている農地であること、農業振興地域内農用地

区域であること、そして再生後、最低でも５年間

は耕作を継続することなどです。これまでも、南

原や山上地区において、再生によりソバの作付を

再開していただいた実績がありますので、今後も

活用を検討していきたいと考えております。 

  ２つ目は、多面的機能支払交付金の活用です。

これは、集落単位等で受け皿となる組織を整備す

ることで、水路、農道の草刈りや泥上げ及び補修、

更新など、地域農業、農村環境を守るための活動

に対して交付金が受けられるものです。この交付

金の中で、荒廃農地の再生を活動計画に位置づけ

ることで、地域の共同活動として再生作業を実施

する場合に当該交付金を活用することが可能とな

ります。 

  本市では、32組織がこの多面的機能支払交付金

を活用しており、農業振興地域内農用地区域のう

ち約６割が交付対象農地となっているところです。

このほか、有害鳥獣被害対策として有効な農地周

りの草刈りなどでも利用が可能となっております。 

  次に、ドローンによる農薬散布に対する支援の

考え方についてお答えいたします。 

  本市の無人航空機による農薬の空中散布につい

ては、ＪＡ山形おきたまが事務局となっている米

沢市防除協議会が業者に作業を委託し、実施して

おり、ラジコンヘリ３台、ドローン１台を使用し

ております。 

  ラジコンヘリは１台約1,500万円と高価格です

が、ドローンは１台約300万円と、ラジコンヘリの

５分の１の価格ということもあって、個人での導

入も進んできているようです。 

  山形県農業共済組合置賜支所では、平成24年度

までラジコンヘリの導入費用に対しての補助を行

っていたとお聞きしましたが、広域防除確立の目

的が達成されたとのことで、現在は行っていない

とのことでした。 

  ドローンの導入に対する支援といたしましては、

今年度より国庫補助事業である経営体育成支援事

業の中にイノベーション優先枠というものが新た

に設けられ、農業用機械・施設として、ドローン

を含む農薬散布等用無人航空機の導入が対象とな

りましたので、活用することが可能となりました。 
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  ドローンは比較的低価格でありますので、少人

数での共同利用や個人への普及が進んでいくとい

う状況が予想されますが、ドローンでの農薬散布

のガイドライン、空中散布等における無人航空機

利用技術指導指針では、操縦者の条件として、登

録認定等機関の認定を受けた者という内容が記載

されており、危険物である農薬を投下するために

は、航空法に基づく許可、承認の申請が必要であ

ることなど、導入費用だけではなく、その他の費

用も発生してくるものと考えられますので、どの

ような支援が有効であるか、今後の普及の見通し

等とあわせて検討したいと考えております。 

  次に、２の本市の歴史文化遺産を活用した観光

事業についての（１）道の駅米沢における観光案

内所の全体的な案内状況についてお答えいたしま

すが、数値として把握しているものは次の３つに

なります。 

  １つ目は、観光案内所における案内人数ですが、

８月28日現在で案内人数は１万9,902人となって

おり、１日平均では151人の案内実績となっており

ます。 

  ２つ目は、インバウンド対応状況についてです。

当案内所はことし５月、インバウンドに対応した

観光案内所として、日本政府観光局の指定する外

国人観光案内所カテゴリーⅡに認定されておりま

す。具体的な外国人案内状況としましては、東ア

ジア圏の旅行者を中心に、これまで71人の案内を

行ってきたところです。 

  ３つ目は、観光客を広域に案内するツールとし

ての「まちなびカード」の運用状況についてです。

道の駅開業より６月30日までの四半期分の数値と

なりますが、これまで８万9,498枚の配布があり、

そのうち各店舗等には5,173枚の利用がありまし

た。カードの利用率は5.8％で、利用者の内訳とし

て、米沢市内の方が20％、県内の方が26％、県外

の方が54％、その他外国人の利用もありました。

また、米沢市以外の２市５町の店舗等でも約1,300

枚の利用があり、道の駅米沢から置賜各市町への

一定の周遊効果があったものと認識しております。 

  なお、そのほか当案内所では、大型のデジタル

サイネージを活用した情報発信、置賜３市５町の

広報誌の配布、宮城県や福島県を含む近隣地域の

パンフレット、チラシの配布、さらに着地型旅行

商品の販売等を行っております。特に、パンフレ

ット、チラシにつきましては、相当数の配布とな

っており、一部のパンフレットでは急遽増刷して

対応している状況です。 

  今後とも、来場者に最新の情報や旬な商品をお

届けできるよう、運営を担う一般社団法人米沢観

光コンベンション協会と連携を図りながら、観光

案内所の運営を行っていきたいと考えております。 

  次に、本市が推進しているインバウンド観光の

取り組みについて、全体的な状況をお答えいたし

ます。 

  本市におけるインバウンド状況は、平成21年度

に英語版観光ガイドブックを作成し、以後、ハン

グル、繁体字、簡体字に対応した観光リーフレッ

ト、英語、ハングル、簡体字に対応した米沢観光・

生活マップ等を製作してきました。 

  また、平成27年度には多言語表記観光案内板の

作成、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の整備及び

多言語ホームページの作成を行うとともに、まち

歩きガイドシステムの確立、まち歩きモデルツア

ー実施及び地域の外国人おもてなしセミナーの実

施など、ソフト面にも力を入れてきました。 

  そして、市内関係機関、団体等に参画していた

だき、米沢市インバウンドワーキンググループを

立ち上げ、本市のインバウンド対策事業を進める

に当たっての本市の課題等を抽出し、重点的に取

り組む項目の洗い出しを行い、「より選ばれる観

光地ＹＯＮＥＺＡＷＡ」を目指して、本市を訪れ

た外国人と市民双方の満足感が得られ、地域経済

の活性化を促すことを目的とした米沢市インバウ

ンド計画を平成29年３月に策定したところです。 

  本計画では、限りある財源や組織で取り組む上

で、より事業の効果を高めるために、ターゲット
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となる国、地域を定めており、最重点ターゲット

として台湾を掲げ、次にアメリカを初めとした欧

米諸国を重点ターゲットとして、そしてシンガポ

ール、マレーシア、タイなどのＡＳＥＡＮ諸国を

ターゲットとして選定しております。 

  これらのターゲットに対し、受け入れ態勢の構

築、滞在環境の整備、旅行商品の造成、情報発信

の拡充について戦略的に取り組むべく、温泉旅館

で利用できる多言語ツール指差し会話シートの作

成、バスマップの英語及び繁体字版の作成、国際

的なコンベンションの誘致等を行ってきました。 

  また、商品の造成に向けた情報収集のために、

在日外国人モニターツアーを実施し、外国人の視

点での観光資源の掘り起こしを検討するとともに、

大手旅行会社サイトへの広告掲載、台湾雑誌への

掲載、ＳＮＳを活用した欧米向け広告、多言語観

光ポスターの作成、ユーチューブでの動画発信な

どを行いました。 

  さらに、ことしで３回目となる台湾プロモーシ

ョン活動に参加するとともに、外国人観光客の多

様なニーズに対応するための広域観光対策として、

東北観光復興対策交付金を活用し、置賜２市５町

や会津若松市及び喜多方市との連携事業に取り組

んでおります。 

  特に、置賜２市５町との連携では、道の駅米沢

を核とした地域内観光案内ネットワークの構築を

図るため、「置賜観光コンシェルジュ」プロジェ

クト事業として、置賜観光ポータルサイトの構築、

置賜広域観光ＰＲ動画、山岳温泉トレイル動画の

制作などを行ってきました。 

  なお、ことし10月から来年２月にかけて、台湾

と山形、庄内両空港を結ぶ国際的チャーター便が

144便運航される予定であり、周遊ルートとして米

沢が設定されております。 

  また、新潟に寄港する外航クルーズ船につきま

しても、乗客の周遊ルートとして会津、米沢が設

定されているとのことですので、ことし後半のイ

ンバウンドを進める上で絶好の機会として捉え、

来訪時において米沢を強く印象づけられるおもて

なしを行うことで、まずは米沢を知ってもらい、

次の来訪につなげられるようにしていきたいと考

えております。 

  次に、公益財団法人農村文化研究所のインバウ

ンド観光への活用についてですが、当該施設では

貴重な民俗資料を収蔵し、行屋、日本一小さな戦

争資料館も併設、展示されるなど、観光において

も活用できるものと考えております。中国の大学

との民俗調査の共同研究を初め、交流をされてい

るとのことですので、インバウンド観光にこうい

ったつながりも生かしていければと思います。 

  なお、外国人観光客に対応した受け入れ態勢の

整備として、外国語表記は必要不可欠であります

ので、施設において館内のさまざまな表示やホー

ムページの多言語化等に取り組んでいただくこと

で、来館されたお客様の理解が深まり、喜んでい

ただけるのではないかと思いますので、ぜひ御検

討いただければと思っております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 初めに、小中学校における農

村文化研究所の活用についてお答えいたします。 

  小学校３年生の社会科では、「かわってきた人々

のくらし」という単元で、昔の暮らしの様子や使

っていた道具について知り、現在の暮らしとの違

いについて学習します。地元である六郷小学校で

は、毎年３・４年生が社会科の時間に農村文化研

究所の置賜民俗資料館を訪れて、昔の農機具や生

活用品などに触れ、当時の人々の工夫や努力、生

活の知恵などについて学んでおります。 

  ６年生は、歴史の学習の一環として、同研究所

の戦争資料館を見学しております。戦争資料館は、

実際の遺品や当時の手紙などを見ることができる

貴重な学びの場となっております。 

  また、先日、六郷小学校と第六中学校は、同研

究所の所長である神奈川大学教授の佐野賢治先生
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をお招きし、合同の講演会を行いました。第六中

学校の１年生が総合的な学習における地域学習の

一環として、同研究所の館内を見学し、その後、

六郷小学校に移動して、５・６年生とともに講演

会に参加いたしました。佐野先生からの講話は、

子供たちにとって大変貴重な学びとなりました。 

  農村文化研究所の民俗資料館や戦争資料館は、

実物を目の前にして学ぶことができる大変貴重な

場であります。今後も、地域の学校を中心に、有

効に活用できるよう、校長会等でも紹介していき

たいと思います。 

  次に、戸塚山古墳群の今後の発掘調査予定と史

跡公園として観光に生かせないかについてお答え

いたします。 

  戸塚山古墳群につきましては、平成21年度から

27年度まで確認調査や分布調査、測量調査のほか

試掘調査等を行った結果、戸塚山全体で９つのエ

リアに約200基の古墳があり、山頂につくられた全

長54メートルの前方後円墳を筆頭に、５世紀後半

から８世紀代までの長期にわたってつくられた、

県内を代表する古墳群であることがわかっており

ます。 

  このうち、現在までに10基の古墳を調査してお

りますが、昨年度と今年度につきましては、浅川

地区の大南遺跡や、花沢地区の花沢Ａ遺跡等の大

規模な埋蔵文化財の緊急発掘調査が続きまして、

戸塚山古墳群等の発掘調査等を行っていない状況

であります。 

  また、今後につきましても、緊急発掘調査等を

優先する必要があることから、戸塚山古墳群につ

きましては、当分の間は調査を行うことは難しい

と考えておりまして、明確な予定は申し上げられ

ないところであります。 

  また、史跡公園として整備するには、まず国の

史跡指定を受けるために、戸塚山古墳群全体像を

把握するためのさまざまな調査を行う必要があり

ます。これまでに調査を行ったのは、全９つのエ

リアのうちの２つのエリア程度について基本的な

調査を行ったにすぎない状況となっております。

全体の調査が完了するには、今後10年以上の年月

と多大な費用が必要となりますので、史跡公園と

して整備することは大変難しいものと考えており

ます。 

  しかしながら、観光としての活用については、

古墳頂上への散策路もあり、地元コミセン主催の

講座や、愛好者の方々も見学に行かれているよう

ですので、現地の環境整備等を行うとともに、埋

蔵文化財資料室に展示されている出土品の紹介等

もあわせて有効活用が図れるよう、観光サイドへ

の情報提供を行っていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） 御答弁、大変ありがとう

ございました。 

  それでは、若干お聞きしたいと思います。 

  農業委員会は、農地を守ることは任務だという

ことで、私も教えをいただいてきました。答弁に

もありましたように、中山間地では農地の荒廃が

目立っています。農業委員会として、どのような

対策をとられているか。何か具体的にあったのな

ら教えてください。 

○島軒純一議長 宍戸農業委員会事務局長。 

○宍戸徹朗農業委員会事務局長 具体的な対策とい

うことでございますけれども、まずは農業委員、

それから農地利用最適化推進委員が現地を十分に

確認して、遊休農地の確認であるとか、その後の

対応など調査を行っているというところでござい

ます。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） 米沢市では市民農園をや

っておられると思いますが、現在、利用状況はど

のようになっているんでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 市民農園の利用状況について

お答えいたします。 

  市民農園は市内に３カ所ありまして、大字川井
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地区にありますアルカディア市民農園は16区画が

ございますが、今現在、全て利用されております。

塩井町にあります皆川球場市民農園は、30区画中

29区画が利用されておりますので、97％の貸し出

し率となっております。そして、笹野町にありま

す愛宕市民農園につきましては、20区画中８区画

での利用にとどまっており、40％の貸し出し率と

なっております。 

  愛宕市民農園の貸し出し率が低い理由につきま

しては、市街地からやや遠いことによるものと考

えられ、その理由としまして、農作物の手入れや

除草、収穫などの日ごろの管理のため、自宅から

できるだけ近い場所を選定されることが理由かと

思っております。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） 今の農地法では、農家に

なるには30アール以上の耕作地がなければできな

いということになっています。 

  市民農園の一般市民との契約はどういう形で行

っているんでしょうか。 

○島軒純一議長 宍戸農業委員会事務局長。 

○宍戸徹朗農業委員会事務局長 ただいま議員お述

べのとおり、農地を、例えば貸し借りする場合、

30アール以上が必要となっております。 

  市民農園として利用する場合でありますけれど

も、農業委員会への届け出、そして認可の後に、

そちらのほう、農地法の特例の法律がございまし

て、それに基づいて農地を一般の非農家の方が家

庭菜園的に利用するということでございます。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） 中山間地の荒廃地をこれ

から利用するには、やはり農家だけではどうする

こともできないのではないでしょうか。特に今、

平野部の畑なんかについても人手不足で、休耕畑

が見受けられます。 

  ぜひ市民農園の延長として、今後そういうもの

を農業委員会が率先してあっせんしたらいかがな

ものでしょうか。お伺いします。 

○島軒純一議長 宍戸農業委員会事務局長。 

○宍戸徹朗農業委員会事務局長 市民農園の延長と

して、農業委員会であっせんしてはどうかという

ようなことでございますが、こちらについてお答

えいたします。 

  まず、貸し借り等によりまして、農地の利用権

といいますか、取得する場合でございますけれど

も、先ほど委員からもお話ありましたとおりに、

下限面積、別段の面積ということが設定されてご

ざいます。それで、30アール以上の耕作が必要と

なってございます。 

  一般の方が30アールという大きな面積の農地を

耕作することは現実的には困難でございますので、

市民農園の延長としてという位置づけであります

が、農業委員会が農地のあっせんをすることは難

しいと考えておりますが、さまざまな御要望、御

相談がありましたら親切に対応してまいりたいと

いうふうに思ってございます。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） なかなか荒廃地の問題は

大変だと思いますが、私も農家でありますので、

これからもいろんな制度を活用しながら、荒廃地

をなくしていくように努力したいと思っておりま

す。 

  ことしの稲作は平年作と言われています。国に

よる生産数量目標配分がなくなり、ことしはちょ

うど１年目、間もなく収穫を迎えるわけでござい

ますが、特に混迷というか、何か問題点はありま

せんでしたか。お伺いします。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 先ほど壇上から申し上げまし

たとおり、米の需給対策ということで「生産の目

安」を示しておりまして、その目安に基づいて、

しっかりと農家には取り組んでいただいたと。そ

の結果、面積については十分なんですけれども、

ただ、ことしのちょっと渇水状況等によりまして、

稲の成長がおくれたということと、分げつの不足

等ということで、ちょっと収量の不足、高温によ
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る品質の低下が若干危惧されるところでございま

す。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） わかりました。国の政策

で減反はやめたといっても、やはり長らく減反し

たところは水田に戻すことはなかなか大変だと思

います。そんな関係で、ことしはうまくいってい

るのではないかと思います。 

  １つお伺いしますが、水田活用の直接支払交付

金ですか、その対象になる飼料米の作付なんです

が、米沢地区では610キロ以上の収量がなければ８

万円という交付金がいただけないということにな

っております。 

  特に我々、中山間地帯では、なかなか610キロを

とるということは非常に難しいと思いますが、こ

の数量の上限、上を決めるのはどこで決めるんで

しょうか。お伺いします。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 米沢地域農業再生協議会のほ

うで最終的には判断するものというふうに考えて

おります。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） 米沢の協議会で決める。

だったらば、山間地域のことをもっと考えて、も

っと上限を下げるとか、何かできないものでしょ

うか。お伺いします。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 過去の数量とか、さまざまな

ものから判断しての数値かと思いますので、なか

なかその数量についての変更につきましては、十

分な協議、検討が必要かと思います。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） ぜひ協議して、山間部を

助けていかないと、まだまだ荒廃地がふえますよ。

よろしく、来年からはお願いします。 

  それでは、別の問題に移ります。 

  農村文化研究所では、去年から阿部学芸員が一

生懸命努力されまして、戦争資料館を立ち上げま

した。また、最近、ヤフーのウエブで農村文化研

究所が公開されているようです。 

  しかし、道の駅米沢の観光案内地図をこの前見

せていただきましたが、六郷の農村文化研究所の、

研究の何の字も載っておりませんでして、どこに

農村文化研究所があるのかわかっておりません。

ぜひ道の駅の案内地図に載せていただけないでし

ょうか。お伺いします。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 ただいま、農村文化研究所に

つきましては、米沢市観光キャンペーン推進協議

会が発行しております観光マップ「上杉の城下町

米沢」に掲載されてはおりますが、その他の観光

パンフレットには残念ながら現時点で掲載されて

いない状況です。 

  また、今回お話しのとおり、併設されている戦

争資料館については、いずれの観光パンフレット

にも掲載されていない状況ですので、発行元であ

ります各団体等に対して、改めて両施設の紹介を

行いまして、掲載について検討していただくよう

に要請したいと思います。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○４番（佐藤忠次議員） ありがとうございます。 

  農村文化研究所には、１万点に及ぶ資料が収集

されております。 

  また、日本の歴史は、稲作の文化そのものです。

佐野先生は、ＮＨＫの取材で、英語版で全世界に

稲作文化をＰＲしています。 

  しかし、農村文化研究所も維持していくことは

なかなか難しい状態のようです。市として何か支

援策ができないものかどうか、市長にお伺いした

いと思います。 

○島軒純一議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 現在、教育委員会では、

農村文化研究所に対しましては、国の指定の重要

有形民俗文化財であります行屋の維持管理につい

て支援をさせていただいております。 

  また、さまざまなセミナーなどについても人的
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支援などを行うなど、支援をさせていただいてお

りますので、当面このような支援を今後も継続し

ていきたいと考えております。 

○島軒純一議長 以上で４番佐藤忠次議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時０７分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、出生率を高めた岡山県奈義町の取り組み

に学ぶ外１点、８番髙橋英夫議員。 

  〔８番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（髙橋英夫議員） こんにちは。共産党市議

団の髙橋英夫でございます。 

  お忙しい中、傍聴に駆けつけてくださいまして、

本当にありがとうございます。傍聴の皆さんも含

めて、退屈にならない１時間になるような質問に

なるように頑張ります。 

  私は初当選以来、毎回質問に立とうと思って、

ずっとやっておったんですが、前回６月議会の際

に私の父親が亡くなりまして、ちょうど議会の寸

前に亡くなったということで、やむなく６月議会

は質問をお休みしました。 

  しかし、わかったことがあります。質問がない

と、非常に頭を真っさらにして皆さんの質問ある

いはやりとりを聞けるということで、大変勉強に

なりました。自分の質問があると、自分の質問を

どう組み立てるかとか、どういう内容にしようか

とか、結構頭の中はぱんぱんでいるわけですね。

前回は、そういう意味では非常に勉強になった定

例会でございました。 

  本日は３日目ということで、実は先ほどまでぱ

んぱんでした。少しリセットして頑張ります。 

  山形新聞のシリーズ記事「山形再興」では、そ

の第７部として本年７月28日から５日間、「出生

率高める 岡山・奈義町の取り組み」という連載

記事を掲載しました。 

  この町は、子育て支援の成功例として注目を浴

び、近年、国内各地から行政視察が相次いでいま

す。山形新聞の記者が現地に入り、奈義町の取り

組みを探り、識者の見解を踏まえながら、本県に

必要な施策について考えるという視点で紹介され

たこの記事を大変興味深く読ませていただき、私

なりに、では米沢では何ができるのかについて考

えてみました。 

  子供を産み育てられる環境の整備。人口6,000

人の小さな町、奈義町がその重要性を強く認識し、

大きく政策を転換したのは2005年でした。当時、

合計特殊出生率は1.41にとどまり、町の広報誌の

出生・死亡欄に「出生者ゼロ」と載る月があって、

町全体に危機感が広がりました。そこから現実を

受けとめ、行政と町民が地域存続の危機感を共有

し、本格的な子育て支援に乗り出しました。 

  笠木義孝町長を先頭に、子供を産み育てやすい

環境をつくるには何が必要かを洗い出し、実行に

移しました。若者定住支援、就労支援、独自の子

育て支援策を施策の柱に据え、それぞれ段階的に

拡充を図っていきます。不妊治療や出産祝い金交

付事業、乳幼児がいる子育て中の親子が集える施

設の整備、民間クリニックによる病児らの一時預

かり保育の実施、高校生までの医療費無料化など、

妊娠・出産期から乳幼児期、就学前まで切れ目の

ないサポート体制を構築していきます。 

  このような施策の積み上げの結果、政策転換か

ら９年目の2014年には、何と合計特殊出生率は

2.81を達成、昨年も2.39を記録しました。2005年

の合計特殊出生率1.41をわずか９年で2.81まで引

き上げた奈義町の施策展開からは多くの学ぶべき

事柄があると思います。 

  では、質問に移ります。 

  奈義町では、積み重ねてきた施策を周知し、子
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育て世代に心強さや安心感を持ってもらうために、

2012年「子育て応援宣言」を行いました。若い世

代の住環境整備にも注力する町の姿勢は県外にも

広く発信され、昨年、県外からの移住者は58人と、

前年の37人を大きく上回りました。「奈義町の子

育て支援施策にひかれた」と移住を決断した人も

いたそうです。 

  米沢の子育て支援関連の施策はどうなっている

のかと、今、皆さんが手に持っていらっしゃいま

す、米沢市が発行している「よねざわ子育てハン

ドブック」をじっくり読んでみました。すると、

米沢も奈義町のように切れ目のない子育てサポー

ト体制が存在していました。 

  米沢は人口８万3,000人ほどですので、奈義町の

14倍の人口規模であり、施設の数、使える制度も

少なくないので、市民にとっては逆に把握しにく

いという難点があります。それでも、こども課に

出向けば、窓口で子育てコンシェルジュが対応し

てくれるので、とても安心できるものと思います。 

  私は、米沢の子育て支援は今後の課題や拡充の

余地はあるものの、決しておくれてはいないと思

います。 

  では、奈義町との違いは何かと考えると、それ

なりに手厚いサポート体制がありながら、市民並

びに市外、県外への発信が弱いということです。

市民に浸透していなければ、口コミも広がらない。

市民が内容を把握して、誇らしく感じれば、口コ

ミやＳＮＳでの発信もするでしょう。 

  同時に、行政も外への大胆な発信をする役割を

担う必要があります。その意味で、米沢市でも奈

義町のように「子育て応援宣言」を行ってはどう

でしょうか。 

  「米沢ブランド戦略」はまずはキックオフをし

て具体的施策を埋めていくことはこれからという

パターンであるのに対して、「子育て応援宣言」

は既に多くの積み上げられた施策があるわけです

から、ある意味自信を持って宣言できるはずです。

そこから、さらに決意と覚悟を持って、施策を拡

充するという姿勢を貫く。「子育て応援宣言」の

実施を提案いたします。 

  質問の２項目めは、学校給食費の助成制度につ

いてです。 

  これは、「子育て応援宣言」にも大きく関連し

ます。 

  私が学校給食の助成について質問することは、

これで３回目です。これまでの２回の質問に対す

る教育長の回答は大変つれないものでした。現段

階においては、貧困世帯以外への学校給食の段階

的無償化については考えていないというものです。 

  私は、教育長にはぜひ奈義町の成功に学びつつ、

横並びでない子育て応援の施策としての学校給食

への助成という意味合いで再考願いたいと思いま

す。 

  共同通信が全国の市町村を対象に昨年６月から

９月に実施した自治体アンケートによると、人口

増加に向けた移住や転入の促進策があるのは

78.3％に上りました。 

  先ほど私は、米沢の子育て支援は決しておくれ

てはいないと思うと言いましたが、おくれてはい

ない施策は、ほかの自治体でも実施しています。

奈義町の成功は、ほかではやれていない施策を先

行的に実施して、抜きん出たからこそ注目され、

移住者が増加したわけです。 

  学校給食費無償化または一部助成実施は、山形

県内では既に13自治体で実現していますから、仮

に米沢市で一部助成に踏み込んだとしても、すぐ

に抜きん出る状況となるわけではありません。し

かしながら、それが「子育て応援宣言」とセット

になれば、大きな発信力となり得ます。 

  宣言をした米沢市だからこそ、学校給食費につ

いては、財政状況に応じて段階的に前進させてい

るという姿勢をアピールするわけです。段階的無

償化を考えていないという姿勢と、わずかずつで

はあっても、確実にいい方向に前進させていくと

いう姿勢では雲泥の差があるのではないでしょう

か。学校給食費の段階的無償化に踏み出すことを
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提案し、お伺いいたします。 

  質問項目の３つ目は、空き家問題の解決策とし

ての若者住宅整備をです。 

  奈義町では、近隣の津山市、美作市などに若者

が移り住む傾向がありました。奈義町には民間ア

パートが少ない上、町営住宅は家賃が安いものの

古くて、若者にとって魅力的とは言いがたかった。

ならば行政として住む場所を準備しようと、町は

若者向け賃貸住宅の建設事業に着手しました。 

  現在、４カ所に町営の賃貸住宅があり、集合住

宅と戸建ての２形態があり、合計戸数は81、いず

れも月額の家賃は割安で、入居率は98％。実際に

住んでいる人の町内出身者、町外出身者の割合は

半々。このうち、集合住宅は雇用促進住宅を町が

取得しリニューアルしたものです。３ＤＫの間取

りで、１、２階の家賃は３万円、３階は２万5,000

円、４、５階は２万2,000円に設定していて、若い

人が多く住んでくれているそうです。戸建てにつ

いては、「新婚家庭が住みたくなるような家」を

コンセプトにし、木造２階建て、間取りは３ＬＤ

Ｋ、インターネットの環境も整っています。 

  子育て支援に加え、定住化を図るきめ細かな積

み重ねが合計特殊出生率2.81に結びついたのです。 

  米沢市の場合、新たに市営住宅を建設すること

は困難かと思いますが、一方で空き家の利活用の

課題があり、これと若者住宅整備をつなげれば、

ウイン・ウインの施策ができるのではないでしょ

うか。 

  米沢市には現在1,100件を超える空き家があり

ますから、その中には、解体しようにもお金がな

い、米沢市に引き取ってもらえないかという家主

が願う物件もあるでしょう。逆に、そのような施

策を発信すれば、それなら家を提供したいと申し

出る家主もあらわれることでしょう。 

  空き家がいつまでも放置され、やがて管理者の

行方がわからないなどの事態になり、それが危険

家屋になれば、最終的には市がそれを処分するこ

とになりますから、大変な負担を負うことになり

ます。そんな事態を招くぐらいなら、早目に対策

を講じて、マイナス要素をプラス要素に変えるべ

きです。空き家問題の解決策としての若者住宅整

備を提案いたします。 

  質問項目の４つ目は、空き家・空き店舗の利活

用の推進で、移住・定住をというものです。 

  地方定住を希望する都市住民と、地方自治体の

マッチングを行う認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支

援センターに面談や電話などで問い合わせをする

移住相談者は年々ふえ、2016年は２万6,426人と、

2008年の2,475人の10倍以上となりました。近年は、

相談者の５割が20代から30代になっていて、移住

先選択の条件として、就労の場があることを挙げ

る相談者がふえ、2016年の44.7％から、2017年の

60.8％へと大幅に増加しました。 

  若者の中には、一般就労のみならず、ベンチャ

ー企業の立ち上げや個人事業の立ち上げを夢見る

人も少なくないでしょう。米沢市には現に創業支

援事業というサポート体制がありますから、空き

家、空き店舗を活用したモデルケースをシミュレ

ーションして、米沢で開業してみませんかという

ような発信をしてみてはどうでしょうか。 

  都会で開業するとなれば多大なイニシャルコス

トを要しますが、米沢の空き店舗、空き家を活用

しての開業ならばこんなにハードルが下がります

というアピールをするわけです。その際、米沢が

ものづくりのまちであることも書き加え、大学や

研究機関、たくさんの製造業者、そして商工団体

がバックアップします、サポートしますとアピー

ルして、都市部に潜在する、起業を夢見ているけ

れどもハードルが高過ぎて諦めかけていたという

ような若者のニーズとマッチングさせる施策を打

ち出してはいかがでしょうか。空き家・空き店舗

の利活用推進で移住・定住を実現させることを提

案いたします。 

  質問の大項目の２に移ります。 

  誰もが暮らしやすい米沢にするために。 

  暮らしやすさの質が向上すること。自治体が絶
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えずこのことを追求する姿勢を持っていることは、

今、米沢に住んでいる市民にとっても大切な事柄

ですが、都市部で地方都市に移住したいと考える

人にとって、どの町を選ぶのかという際の重要な

指標になります。 

  米沢の人が、米沢は暮らしやすいまちだよと胸

を張って言いにくい一番の要因は雪の問題です。

本年１月12日付の山形新聞に掲載された「大石田

町有償ボランティア除雪支援」の記事には、取り

組みに着手した理由として、人口減少の大きな要

因が、雪を苦にした近隣自治体への転出だとわか

っており、できることから対策を打たなければな

らないと町が危機感を持ったことを挙げています。

これは、米沢でも事情は全く同じではないでしょ

うか。 

  小項目の１つ目、シェアリングエコノミーとし

ての除雪サポーター制度を。 

  この質問は、私が初当選してすぐの2015年の６

月議会で取り上げて以来４回目になります。 

  今、小型の除雪機は随分普及しています。除雪

機の持ち主の中には、それを使って近隣の雪の除

雪を手伝ってあげてもいいと考える人、実際にや

っている人もいます。自分は除雪機を持っていな

い、あるいは扱うことはできないけれども、除雪

機で家の周りをやってもらえたらありがたいと願

う人もたくさんいます。ここでのシェアやマッチ

ングがなぜ進まないか。それは、個人と個人の間

で除雪作業の対価を幾らにするかといった交渉が

とてもしにくいからです。 

  大石田が成功しているのは、町がミニホイール

ローダーや小型除雪機をＮＰＯ法人に貸与し、運

営主体はＮＰＯ法人が担い、除雪料金は１時間当

たり3,800円と明確だからです。 

  しかし、私がずっと提案してきているのは、大

石田のように市が除雪機などをＮＰＯ法人に貸与

するという形式の部分ではなく、市民が、自分が

保有している除雪機で、自分のあいている時間に

有償ボランティアをする際の仕組み、官民協働で

運営するサポーター制度をつくってはどうかとい

うものです。米沢市にとって、少ない支出で大き

な効果が期待できる制度になり得ると思います。 

  まずは、除雪サポーター制度を考える市民会議

といったものを立ち上げ、課題を検討し、早期の

実現を目指してはいかがでしょうか。お伺いしま

す。 

  小項目の２つ目は、障がい者世帯にも雪下ろ

し・除雪費用の助成をです。 

  現在、米沢市では高齢者世帯向けの制度があり

ます。障がい者向けとしては、除雪援助員の派遣

事業及び雪下ろし助成事業がありますが、重度心

身障がい者のみの世帯、もしくは重度心身障がい

者と高齢者のみの世帯が対象となっており、大変

狭い範囲となっています。 

  障がいがあって、自分自身が屋根に上って雪を

おろすことができない。かといって業者に頼もう

にも作業料が高額過ぎて、障害年金だけでは支払

いが困難。いつ屋根が潰れるのかと不安でならな

いという、ある障がい者の方の実情を伺いました。 

  ぜひとも障がい者世帯向けの助成制度を拡充し

ていただきたいと思います。 

  そのためにも、まずは障がい者の方々の冬の暮

らしについての実態調査をする。生の声を吸い上

げるといった作業をするべきではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

  小項目の３つ目は、生活保護の捕捉率の向上を

です。 

  生活保護の捕捉率とは、生活保護を受ける資格

がある世帯のうちに、実際に生活保護費の受給を

受けている世帯の割合のことです。 

  厚労省は本年５月、所得が生活保護を下回る世

帯のうち、保護を利用している世帯は22.9％とい

う推計結果を発表しています。 

  捕捉率が低い理由として挙げられるものは、「ス

ティグマ」、いわゆる恥という意識。あるいは制

度が知られていないこと。そして３つ目は窓口で

の水際作戦などが挙げられます。 
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  国民の中には、生活保護の受給者に対する偏見

や誤解、先入観もありますが、生活保護の制度は

憲法25条の生存権を根拠としたもので、国によっ

て完全に守られ、支えられるべきものです。 

  生活保護基準は、憲法25条で保障された、健康

で文化的な生活を送るために、これ以上の貧困が

あってはならないという最低ラインを定めたもの

です。捕捉率が低いということは、最低ライン以

下の生活を多くの人が強いられていることを意味

しますから、捕捉率向上は緊急に取り組むべき課

題と考えますが、いかがでしょうか。 

  関連して、小項目の４つ目です。生活困窮者の

把握のための水道、ガス、電気事業者との協定を。 

  わずかな年金だけで生活をしているといった低

所得者が、水道やガス、電気の料金を支払うこと

ができずに、それを業者からとめられるとなると、

場合によっては命の危険にかかわる事態となりま

す。 

  千葉県の市川市では、東京電力との協定を実現

させました。その内容は、低所得者が支払う能力

がなくて滞納した場合でも電気はとめない。それ

と、そういう世帯があった場合に、すぐに福祉課

に連絡をする。大ざっぱに言えば、そういった内

容のものです。市川市では、この連絡が入るとす

ぐに生活保護の担当者がお宅に出向き、生活保護

の手続をするよう促すということだそうです。 

  これは、捕捉率を上げる上でとても有効な手段

です。ぜひ米沢市でも、ガス、電気の事業者、あ

るいは郵便局と協定を結ぶ、上下水道部において

は通報の仕組みをつくるというふうにしてはいか

がでしょうか。 

  最後の質問は、磁気ループの導入をです。 

  磁気ループとは、アンプや敷設されたループア

ンテナを使って磁気を発生させ、テレコイルつき

の補聴器や専用の受信機に音の信号を直接届ける

システムです。難聴の方や高齢者が使用している

補聴器はあらゆる音を拾うので、人の集まる講演

会場や会議室など騒音の多い場所では正確に音声

を聞き取れませんが、磁気ループが設置された会

場ではクリアな音を聞くことができます。 

  難聴の方や聞こえが悪くなった高齢者の方など

にとって、講演会などに出向いても、音声からの

理解ができないとなれば、そういう場には行きた

くないということとなり、外出自体が減っていく

ことになります。 

  いい話を聞きたい、いろいろなことを学び続け

たい、積極的に社会参加したいと願うのは人とし

ての当然の要求です。 

  磁気ループの導入により、聴覚障がい者や高齢

者の外出機会、社会参加がふえ、学ぶ機会がふえ

ることは「健康長寿日本一」に結びつく施策の一

つともなり得ます。ぜひとも磁気ループを導入し

ていただきたいと思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、「子育て応援宣言」の

実施についての御質問にお答えいたします。 

  私にとっては大変ありがたい御提案だと、この

ように受けとめさせていただきました。 

  しかしながら、今議会でも議論になっておりま

すように、子育て支援については、私はこれでよ

しとするものではないと思っておるところであり

ます。 

  現状において、子育て支援事業は、民間立の保

育所や認定こども園の施設整備に支援を行い、保

育機能の充実、保育の受け皿の確保に努め、４年

連続で、４月１日現在の待機児童をゼロとしてき

ました。また、国が示す地域子育て支援事業、13

の事業全てを実施しております。さらに、市独自

の、中学生までの医療に係る費用の無償化や多子

世帯における小学校６年生から数えて第３子以降

の保育料の無償化を実施しており、子育て支援の

充実に努めておるところであります。 

  本市の子育て支援事業については、子育てハン

ドブックを母子手帳交付時や転入時に配付したり、
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ホームページなどで紹介したり、ＰＲ活動を行っ

ております。 

  議員御提案の「子育て応援宣言」についてであ

りますが、子育て支援に力を入れている市である

ことを内外に発信する手段として、有効な手段の

一つであるとは考えております。 

  しかしながら、市民の方々から子育て施策に関

して、各種事業への要望もあり、課題の整理も含

めて、今後、市民から構成される米沢市子ども・

子育て会議に諮るなどして議論を深め、「子育て

応援宣言」についても検討してまいりたいという

ふうに思います。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、学校給食の助成制

度についてお答えいたします。 

  学校給食に要する経費につきましては、学校給

食法において、人件費及び施設設備等に係る経費

は設置者が負担し、それ以外の経費については保

護者の負担とするとされております。 

  本市では、光熱水費についても設置者の負担と

することが望ましいと考え、保護者に対しては食

材料費のみを学校給食費として負担していただい

ているところであります。 

  しかしながら、国では学校給食法の施行と同時

に、保護者の経済的負担を考慮し、市町村が保護

者にかわって学校給食費を負担することを禁止す

るものではないとの通達を出しており、本市では

この通達の趣旨に基づき、経済的負担が重いと認

められる保護者の現状を勘案し、第３子以降に限

ることなく、第１子から要保護及び準要保護世帯

に対する給食費の補助を実施しております。 

  教育委員会としましては、学校の統廃合や学校

施設の長寿命化、さらにエアコンを初めとする施

設の設備など、今後想定される財政的負担を勘案

し、何を優先し実施すべきかを慎重に判断しなけ

ればならないと思っております。 

  こうした状況から、現段階におきまして、学校

給食の段階的無償化については考えていないとこ

ろであります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１のうち（３）の

空き家問題の解決策としての若者住宅整備をにつ

いてお答えいたします。 

  まず、現在の本市の空き家の活用支援事業を御

紹介いたしますと、若者に限らず、居住を目的に

空き家を購入された個人の方に対して購入費用の

一部を補助し、市内の空き家の利活用と、移住、

定住人口の増加を図ることを目的とした、米沢市

空き家利活用支援事業補助金制度を実施しており

ます。 

  制度の内容としましては、基本的な補助金の額

は20万円で、転入者の場合は20万円の加算、また

購入した空き家が用途地域内にある場合、さらに

10万円の加算があり、最大で50万円の補助金制度

となっております。 

  また、住宅の改修工事への補助として、米沢市

住宅リフォーム総合支援事業費補助金制度を実施

しておりますが、この制度の中で、新婚世帯や子

育て世帯などに対し、空き家を購入し、昨年４月

以降、中古住宅診断を受けた場合、最大40万円の

リフォーム補助を行っているところであります。 

  空き家につきましては、本年11月をめどに、米

沢市空き家バンクを開設する予定として準備を進

めておりますので、今後、若者に限らず利用希望

者とのマッチングによって、利活用の促進も図っ

てまいりたいと考えております。 

  議員から御提案のあった、市が直接空き家を購

入したり、寄附を受けたりすることにつきまして

は、公共施設等総合管理計画を基礎に、保有施設

の削減化の方向で進めている観点からも、今のと

ころ考えていないところではありますが、今後、

空き家バンクも立ち上げてまいりますので、御紹

介がありました岡山県奈義町の事例、先日の太田
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議員からあった若者・新婚支援の御提案などを踏

まえまして、また先進都市の成功事例を参考にし

ながら、今後、若者の移住、定住を促進するため

の住宅環境整備のさまざまな手法を検討してまい

りたいと思っております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、１の（４）空

き家・空き店舗の利活用推進で移住・定住をにつ

いてと、２の（１）シェアリングエコノミーとし

ての除雪サポーター制度についてお答えします。 

  初めに、移住、定住についてでありますが、本

市では、ふるさと回帰支援センターが主催する移

住交流イベント「ふるさと回帰フェア」や「東北

Ｕ・Ｉターン大相談会」に毎年参加したり、単独

で米沢市ふるさと暮らしセミナーを開催しながら、

都市部の米沢出身者や米沢に関心を持った移住希

望者と定期的に米沢暮らしの魅力について情報交

換を行っております。 

  移住希望者からは、就職先についてのお問い合

わせもいただいており、地域の企業情報を集約し

たサイトを御紹介したり、都市部で開催している、

地域企業と山形で働きたい若者のマッチングイベ

ントに参画したりしながら、市内の企業紹介やイ

ンターンシップに関する情報提供を図ることで、

本市への就職と定着を促進させるための直接的な

情報提供の場づくりにも取り組んでいます。 

  また、空き家、空き店舗の利活用について全国

的に見ますと、居住用としてはもちろん、シェア

オフィスやカフェといった移住希望者の起業、創

業のための商業施設として活用されているケース

があるようです。 

  本市においても、市外にお住まいの地元出身者

や移住希望者の、米沢で暮らしたい、起業したい

という夢や希望を応援する創業支援制度などもう

まく活用していただけるよう、今後もさまざまな

ニーズに合わせた総合的な情報発信を積極的に行

ってまいりたいと考えております。 

  現在、移住などに関する情報を取りまとめたホ

ームページの全面的な改定作業を行っているとこ

ろであり、今後とも県、関係団体、地域企業とさ

らに連携を深めながら、若者世代も含めた多様な

方々の希望に沿った受け入れ体制づくりを進めて

まいりたいと考えております。 

  次に、除雪サポーター制度の創設についてであ

りますが、本市は特別豪雪地帯に指定され、冬期

間の日常生活や経済活動を行っていく上で、また

防災の面からも雪対策は必要不可欠であり、これ

までもさまざまな取り組みを行ってまいりました。 

  本市では、少子高齢化が進み、ライフスタイル

が多様化する中、これまでの雪対策のあり方を見

直し、将来に向けた基本的な考え方と施策の方向

性を明示するとともに、雪に関するさまざまな施

策間の相乗効果を図りながら、雪対策を総合的に

実施していくために、雪対策総合計画をことし５

月に策定いたしました。 

  その計画の施策の中で、議員お述べのとおり、

地域共助による除排雪体制を整備することで、冬

期間も安心して暮らしていけるまちづくりを推進

していくことは大変重要であると認識しておりま

す。そのため現在は、地域、具体的には各コミセ

ンなどに出向き、お話をお聞きしている状況であ

り、来年度を目標に、地域の実情に応じた、地域

共助による除排雪体制のモデル事業を立ち上げ、

これを検証しながら、よりよい制度を構築してい

きたいと考えております。 

  議員御提案の、除雪サポーター制度を考える市

民会議の立ち上げにつきましては、現在、各地域

からのお話をお聞きした上での、新たな住民同士

の助け合いによる雪処理体制を検討していく中で

参考にさせていただきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、２、誰もが暮
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らしやすい米沢にするためにの（２）障がい者世

帯にも雪下ろし・除雪費用の助成を以降について

お答えいたします。 

  障がい者世帯に係る雪下ろし助成事業及び除雪

援助員派遣事業について、重度の障がい者に実施

している現在の対象者を、軽度の障がい者にも対

象を拡大できないか、また、そのための実態調査

を実施してはどうかとの御提案でございます。 

  現在、雪下ろし助成事業は、障がい者世帯にあ

っては、身体障害者手帳の１級または２級の所持

者、療育手帳のＡの所持者、精神障害者保健福祉

手帳の１級の所持者と重度の障がい者世帯のみが

対象となっております。 

  平成29年度の雪下ろし事業及び除雪援助員派遣

事業における障がい者の利用については、雪下ろ

し事業については47件であり、また除雪援助員派

遣事業については19件でした。 

  高齢者に限らず、障がい者における雪対策につ

いては、高齢化が進み、かつ豪雪地帯である本市

において大変重要な意義を持つものであると認識

しております。 

  実際に、窓口に来られた障がい者の方からは、

重度の障がい者でなくても、身体障がいの内部障

がいや肢体不自由の方、精神障がいの方などは、

除雪や屋根の雪おろし作業が体力的、精神的にも

とても大変であること、また、働くことができず、

障害年金のみで生活しているといったような少な

い収入で生活している世帯では、除雪費用を捻出

することも経済的に非常に厳しいという声を聞く

こともございます。 

  また、平成28年度に行った障がい者アンケート

調査では、32％の方が除雪等の支援を必要として

いるとの回答をいただいております。 

  このような状況にありますので、まずは議員御

提案のとおり、実態調査を実施してまいりたいと

考えているところであります。 

  なお、今後はこれまでの助成事業ばかりでなく、

地域の協力や除雪ボランティア等を活用した新た

な取り組みを模索していく必要があると考えてお

ります。 

  平成30年５月に策定した米沢市雪対策総合計画

の施策においても、こうした取り組みの必要性を

明記しておりますように、市民や事業所、行政、

それぞれの役割を再認識し、行政のみの支援に限

ることなく、町内における除排雪協力会の組織率

の向上や除雪ボランティアの活動等、地域ぐるみ

の活動により、こうした問題が改善されるように

諸施策を推進してまいりたいと考えております。 

  次に、生活保護の捕捉率の向上をとの意見につ

いてでございます。 

  議員お述べのとおり、生活保護の捕捉率は、本

来生活保護を受給できる方のうち、実際に受給し

ている方の割合を示すものであります。生活保護

受給の決定は、所得だけでなく、預金や保険加入

等の状況、親族等の支援の有無などさまざまな調

査を経て、要件を満たすのかを判断いたしますの

で、母数となる人数の把握は困難であり、本市で

の捕捉率の算出は極めて難しいところであります。 

  御意見の趣旨から、生活は苦しいが、どうした

らいいかわからない、誰に相談したらいいかわか

らないと悩みながら暮らしている方、生活保護は

恥ずかしいから受けたくないと我慢して暮らして

いる方などの声なき声をいかに捉えて、速やかな

支援に結びつけるかという切り口でお答えしたい

と思います。 

  本市では、生活保護に至る前のセーフティネッ

トとして、平成27年度に米沢市生活自立支援セン

ターを設置いたしました。生活保護相談に比べて

心理的な抵抗感も緩和され、多様化する生活困窮

者の相談に対して一定の成果を上げているものと

認識しております。 

  この事業を推進していくためには、気軽に相談

できる場として市民に広く認知されることが必要

であります。今年度は、広報掲載や隣組回覧、社

会福祉協議会のホームページ掲載とともに、コミ

ュニティセンター、ハローワーク、児童相談所、
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消費生活センター、地域包括支援センターなど関

係機関のほか、市内小中学校の全児童生徒を介し

て保護者にもチラシを配布したところであり、今

後も周知徹底を図っていきたいと考えております。 

  あわせまして、自発的に支援を求められない

方々に対しては、地域での見守り、支え合いの視

点が重要であります。民生委員・児童委員を初め

町内会や関係機関との連携を深めて、情報提供を

いただきながら、こちらから出向くなど、より柔

軟な相談、支援活動に努めてまいりたいと思いま

す。 

  生活困窮者の速やかな把握と支援のため、ライ

フライン事業者と協定を結んではどうかとの御意

見にお答えいたします。 

  生活に困窮している人の早期把握を図るため、

これまで厚生労働省より、電気、ガスなどのライ

フライン事業者や民生委員等と地方自治体の福祉

担当部局との連携を求める通知が出されておりま

す。 

  このことにつきましては、本市でもライフライ

ン事業者との協定締結の実現性について検証を行

っているところですが、先進事例を持つ自治体へ

の聞き取りにおいては、協定締結に向けて解決す

べきさまざまな問題も見受けられました。引き続

き研究を重ねていく必要があると考えてございま

す。 

  また、上下水道部との通報の仕組みづくりにつ

きましても御指摘いただいておりますが、上下水

道部のみならず、市立病院や市営住宅部門、さら

には納税相談など市役所内に窓口を持つ部署にお

いて、相談等に見えられた方々に必要なサービス

をお届けできるよう相互連携を図っているところ

です。 

  なお、自発的に支援が求められない方々に対し

ても、さきに述べさせていただきましたとおり、

柔軟な相談、支援活動に努めてまいりたいと考え

ているところであります。 

  次に、磁気ループの導入についてお答えいたし

ます。 

  磁気ループの導入につきましては、難聴者や耳

の不自由な高齢者等が講演会や集会等において、

耳からの情報を得やすくするということや、コミ

ュニケーションが改善されることなどを通じ、社

会参加の促進や生活の質の向上を図る上で有効な

手段の一つと考えております。当市では、伝国の

杜、置賜文化ホールに設置してございます。 

  磁気ループ以外にも、集団補聴システムについ

ては、ＦＭ方式や赤外線方式などの方式も導入さ

れており、それぞれのシステムの特徴があること

から、導入に当たっては、どのようなシステムが

適しているのか、また今後利用を必要としている

方や関係者への聞き取りなど行いながら、検討を

進めていきたいと思います。 

  なお、磁気ループの貸し出しにつきましては、

既に山形県聴覚障がい者情報支援センターにおい

て無料で貸し出しを実施しておりますので、貸し

出しを希望される場合には、そちらを紹介してま

いります。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） まず、「子育て応援宣言」

の件について、市長から答弁いただきました。 

  健康福祉部長にちょっと、もしわかればお伺い

したいんですが、実はこの件については「子育て

応援都市宣言」という形で、高橋壽議員がかつて

議会で質問しております。そのときに、当局から

は、これが効果があるかどうかということも検討

する。一方で、ＰＲは続けるというふうな答弁を

しておるんですが、きょうの質問に際しまして、

個別具体的に今の件は通告しておりませんが、前

任者からそのような経過があったことは聞いてお

るでしょうか。もし聞いておれば、その経過、ど

んな討論、議論があったかということを教えてく

ださい。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 大変申しわけございませ

んが、承知していないところであります。 
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○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） わかりました。 

  それでは、きょうは冒頭、岡山県奈義町の取り

組みというものをちょっと紹介させていただいた

んですが、今、議長の許可をいただきまして、各

議員にもタブレットに通知をしますので、ごらん

いただきたいと思います。 

  そこには、奈義町の大変すぐれた子育て支援の

取り組みが紹介されてあります。ごらんになって

みてください。 

  もちろん、そういう偉業をなし遂げた町ですの

で、米沢市ではまだまだやっていないという取り

組みが多いんですが、幾つかその中からピックア

ップして見てみますと、不妊治療費助成、これは

年間20万円を５年間までできるということですね。

それと、不育治療という言葉がありました。不育

症というものは、妊娠はするんだけれどもおなか

の中で死んでしまうというような状態ですね。そ

ういった治療については年間30万円をやはり５年

までということがございますし、それから米沢で

は中学生までですが、医療費を高校生まで無料化、

それから高校等就学支援金、年間９万円というこ

の中身は、奈義町には高校がなくて、何でかんで

町外に通学しなくてはいけない。その際に、通学

費用ですね、パスを買うのにお金がかかるという

ので、高校生に年間９万円の助成。それから、中

学３年生までの子供を養育しているひとり親に対

して年額で５万4,000円、２人目以降は２万7,000

円ずつ追加というような、そういった施策とかで

すね。 

  非常に、やっぱり米沢にはない独自の施策があ

るということが、今、見ていただいているのは移

住ガイドブックという冊子ですけれども、そこか

らも読み取ることができます。 

  ただ一方で、先ほど私が壇上から申し上げたよ

うに、こういった施策と比べて、米沢の子育ての

施策はどうなのかなと思って、この子育てハンド

ブックをずっと隅から隅まで読んでみました。す

ると、先ほど市長は、まだまだ整備するところが

あるんだとおっしゃっていますけれども、これは

私、平均点以上だと思いますよ、米沢の施策とい

うものは。十分にいろんな、シームレスな施策、

制度の利用があって、決して立ちおくれていると

いうわけではないというように思っているんです。 

  部長に改めてお伺いしますが、部長の認識では、

このハンドブックにあるような、非常に網羅され

た米沢市の子育て支援策というものは、どういう

レベルだというふうに認識されていますか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 議員よりお褒めいただい

たというか、御指摘いただいたように、ほかのと

ころより立ちおくれているというか、指定された

13の事業については全て網羅しているといったと

ころから、立ちおくれているものではないのでは

ないかなというふうに考えておりますが、市長か

らの答弁にもありましたように、実際には医療費

の高校生のところがあったり、それから、このた

びの議会でも御質問いただいております屋内の遊

戯施設であったりというところがございまして、

まだまだやるべきというか、考えていくべき課題

があるというふうに捉えているところであります。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 今、述べられた屋内の遊

戯室の問題ね。○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○、ただこのパンフレットを見ま

すと、屋内遊戯施設ということでは、10ページか

ら４ページにわたって合計７施設が紹介あります

ね。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○、小規模です。そ

れで、各地区に分散しています。 

  ただ、外部の人がこれを見たときに、いろいろ

あるんだなと、いろんな特徴のある施設があるん

じゃないというふうな受けとめ方をすると思うん

ですよ。○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○。 

  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○。利用の仕方で大いに利用価値のある

ものがたくさんあるのではないかなと思いました

し、同時に○○○○○○○○○○保護者同士の交

流の場、そういったものが必要ではないかという

ようなことについても、これを見ますと、例えば

各保育園に、米沢地域子育て支援センターという

ものが、これは25ページから紹介されていますけ

れども、何カ所もあって、十分に活用できる場所

があるわけです。 

  さらには、すこやかセンターでもそういった取

り組みを毎日やっているということで、きちっと

この情報誌を見ると、米沢市は子育てについては、

まあまあいい感じの中身を、きちんと施策を持っ

ているのではないかなと私は思えるんですよ。 

  それで、市長がおっしゃるように、まだまだ未

整備というか、整備しなければいけない課題があ

ると。だから、ちょっと子育て宣言はどうかなと

いう話ですが、私は逆の発想で、ぜひこんなにい

いものがあるんだから、今、宣言をして、例えば

ウエブ上で「子育て応援宣言」というものを検索

すると、何番目かに米沢市が上がってくると。そ

こから、じゃあどういう中身といって電子版のこ

れを見たら、まあまあいいじゃないというふうに、

情報収集という意味では、宣言をするということ

は非常に意味があると思います、一方で。 

  それで、もう一つは、宣言をするということは、

決意を表明すること、約束をするということです

ので、今できていないことについても、少しずつ

であっても前進させるんだという姿勢を届けると

いうふうになっていくと思うんですよ。 

  その意味で、壇上から申し上げたように、私は

学校給食に関しては、そういう考えはないとおっ

しゃる教育長の答弁、３回目です、あれは。です

が、わずかずつでも上げていくんだという姿勢が

あるとないでは全然違うわけで、ぜひ私、市長に

は何とかこの、こんなにいいものを持っている米

沢の子育て施策というものを自信と誇りを持って

いただいて、改めて宣言をするというふうな検討

を深めていただきたいというようなお願いと同時

に、学校給食においても、やっぱり今、県内各地

13の市町村が次々とやっておりますので、そのど

こかにでも近づく、そういった努力をしてほしい

なという気がするんですが。 

  聞き取りの通告の中で、米沢市、13市町村、さ

まざまな施策があって、鮭川村の、全ての小中学

生に完全無償化なんていうところもあれば、大蔵

村のように、小中学生を対象に米飯代の助成をし

ているといったところもあります。 

  聞き取りの中では、ぜひ、時間がないかもしれ

ませんけれども、このどこかのケースに当てはめ

て、例えばこれをやった場合にどのぐらいの費用

が発生するのかという財政的な問題についての数

字はちょっと出してみてくださいとお願いしまし

たので、その結果を教えてください。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 それでは、学校給食費の

助成にかかわる事業費についてお答えします。 

  助成の方法として想定しましたものは、学校給

食費の全額助成、半額助成、米飯代金の助成、１

食10円の助成の４種類であります。 

  用いた数値につきましては、ことしの５月１日

現在の人数を用いまして、小学校が4,148名、中学

生が2,202名、１人当たり年間の平均食数は、小学

校が200食、中学校が180食、また１食当たりの給

食費は、小学校が270円、中学校が320円でありま

す。また、米飯代金については、その単価が平均

45円であります。これを掛け算しまして算定した

金額についてお答えします。 

  全額助成した場合については、小中学校合わせ

まして、年間約３億5,000万円となります。半額助

成した場合につきましては、その半分であります

ので、約１億7,500万円。１食45円の米飯代金を助

成した場合ですと、約5,500万円。１食10円助成し
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た場合についてですが、これも小中学校合わせま

すと約1,200万円となってございます。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） ある保護者の方から、米

沢市教委は、とっても給食に関しては努力されて

いるという話を聞きました。さっき、270円ですか、

１食320円とありました。これなんかも非常に努力

されて、低価格に抑えているんだよと。しかも、

地産地消で地元食材を使って、しかも価格も抑え

ているということでは大変努力されているという

ふうな評価を伺いました。 

  ただ一方で、先ほどの答弁の中に、要保護・準

要保護家庭など生活困窮の家庭には第１子からで

も援助しているんだという話があったんですが、

その周りの児童であっても、なかなか給食費が払

えない、給食費の滞納といった現実があるという

ような話も伺っております。 

  給食費ではありませんが、特に修学旅行の積立

金なんかになると非常にシビアだというような話

で、学校現場でも大変なんだなんていう話を聞き

ました。 

  いきなり私、修学旅行の話をしてしまいました

けれども、そうではなくて、今はとりあえず、ま

ずはそういう生活困窮と言われている、現在保護

されている周りにも、なかなか給食費が払えない

ということで、たまってしまうという現実がある

のであれば、少しでも市としてそういったことに

対して助成の手を差し伸べるという姿勢をぜひ、

まず前に進めていけないかということなんです。 

  市長にお伺いしますね。今、13市町村でさまざ

まな給食費の助成を行っております。先ほどのシ

ミュレーションで、例えば一番低い金額でいった

ら、例えば10円というのは長井市。長井市は、小

学生、中学生を対象にして、１食当たり10円助成

というふうにやっていますよ。これを米沢市に当

てはめると、先ほどの答弁では1,200万円となると

いうような話でした。 

  私は、その金額の問題だけでなくて、米沢市が

そういうふうに給食費の負担軽減のために乗り出

しているんだという姿勢があって、それは先ほど

申し上げた「子育て応援宣言」というものの理念、

考え方というものと結びついて発信されるという

ことは、米沢市の子育て施策に対する周りからの

評価というものを著しく高めるという一つの要素

になるのではないかなと思うんです。 

  例えば、1,200万円の給食費助成なんていうのは

どんなものでしょうか、市長。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 まず、給食費に対する支援と同時

に、「子育て応援宣言」。私、先ほど、大変あり

がたく思っているというふうに率直に申し上げま

した。 

  ただ、これを宣言することによって、今、議員

からお話にありますように、いろんな分野に米沢

市も子育て支援としての方向性を出していくとい

うことについては、例えば給食費については、た

だいま教育長も最初答弁しましたとおり、いろい

ろ事業も抱えている中で、何を優先してやるかと

いうこともまず考えていかなければならない。今

議会でも、まず夏場のクーラーをどうするんだと

いうところが一番の私は今、学校現場における大

きな課題だというふうに思っておりますので。 

  そういった兼ね合いもありますので、それはし

っかりと教育委員会と何を優先してやるかという

ことについては、私自身としては検討をしていか

なければならないと、このように考えております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 私は、やっぱり今どんど

ん人口減少が進んでいく中で、移住政策というの

を本当に力を入れていくということは非常に大事

かなと思っている観点から、今ほどのようなこと

をずっと言ってきました。 

  ぜひ、子育て宣言については本当に検討を深め

ていただきたいし、そういう給食を援助するとい

う姿勢なんかも改めて精査していただきたいと思

います。 
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  時間がなくなってしまいましたが、最後になり

ますが、私の聞き取りの日を過ぎた後に載った新

聞の記事ですので、これは通告はしなかったんで

すが、政府が８月30日に、地方創生関連として、

19年度当初概算要求書の中に1,228億円の計上を

した金額があります。これは何かというと、東京

一極集中の是正を狙い、地方に移住して、起業、

就業した人に対して、引っ越し費などの必要経費

を最大300万円補助する制度というものです。大変

すばらしい魅力的な制度ですよね。これは使う場

合は、国が２分の１、自治体が２分の１ですよ。 

  それで、このポイントは、例えば地元の中小企

業に働いた場合は最大100万円なんですよ。ですが、

起業をするということで引っ越す場合は300万円

という大きな費用を助成、補助できるという仕組

みが今回、国として概算要求されました。 

  私、先ほどの移住、定住と、空き家や空き店舗

の活用という提案とこれは絡みますけれども、こ

ういう制度がもし本当に実現するならば、ぜひ米

沢市はいち早くこの制度をしっかり勉強していた

だいて、移住が進むということは、そのときに空

き店舗や空き家が１つ減るということになること

ですので、非常にプラス効果が大きいことだと思

うんです。 

  そういう意味では、市長はいろいろ、何を優先

するかとおっしゃいましたけれども、空き家問題

も放っておけばマイナス要素。しかし、プラスに

転じて、移住が生まれれば、まさにウイン・ウイ

ンです。こういった制度の活用も含めて、最後に

市長に改めて。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 空き家、空き店舗の問題について

は、まず一番大切なのは、空き家バンクの、これ

から創設するわけですけれども、その中身をどう

するかということが一番大事だと思います。当然

そのことによって、今お申し越しの御提案につい

ても、私はしっかりと取り組む余地があるという

ふうに思っておりますので、それは検討していき

たいというふうに思います。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 空き家の取り組みについ

ては、鶴岡にありますＮＰＯ法人、ランド・バン

クという組織がすばらしい取り組みをしています

ので、時間がないので通知だけですが、ぜひこの

後ネットでググってみてください、皆さん。 

  以上です。 

○島軒純一議長 以上で８番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１８分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、悪臭問題の現状について外３点、２番工

藤正雄議員。 

  〔２番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○２番（工藤正雄議員） 私、櫻田門の工藤正雄で

す。 

  今回の質問にも、傍聴の方が都合をつけられて

駆けつけていただきました。大変ありがとうござ

います。 

  このところ、日本列島には大型台風21号がさん

ざん、四国、近畿に大きな爪跡を残して去ってい

ったかなと思うと、昨日の未明に北海道で大地震
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が起きました。その被害に遭われまして、あいに

く亡くなられた方には御冥福をお祈りいたしたい

と思います。また、安否が不明という方もおられ

ます。そういう方には一刻も早く生存の確認をし

ていただきたいなと思っております。被災地の方

には心からお見舞いを申し上げます。また、早期

の復興・復旧ができますように心から望んでおり

ます。 

  質問に入ります。 

  今回は４つの大項目で質問します。 

  最初の質問は、悪臭問題の現状について。 

  （１）南原地区の豚舎・旧堆肥製造事業所の悪

臭状況を把握しているのかです。 

  米沢市議会は、平成20年に悪臭問題特別委員会

を設置し、当時の養豚事業所、旧堆肥製造事業所

へ悪臭問題の解決に向けた協議と改善策の提案を

行いました。旧堆肥製造事業所は、産業廃棄物処

分業を平成26年度に許可更新をしないで、新たな

事業へ業態転換をしました。悪臭問題特別委員会

は、事業所の施設内の残留物１万3,000立米の早期

搬出や脱臭装置を適宜稼働させ、悪臭発生を防ぐ

ようにお願いしました。一方の養豚事業所は、45％

の減産体制により臭気総量が減ったことから、悪

臭は近隣の地域に限定されました。 

  悪臭問題特別委員会は、事業所が主体的に悪臭

対策に取り組む姿勢から、新農場建設の早期実現

と悪臭問題の完全解決の努力を両事業所に期待し、

平成27年３月定例会において、悪臭問題特別委員

会は、さまざまな対策や取り組みにより悪臭苦情

の減少と悪臭の減臭に大きな成果があったことを

委員長が報告し、所期の目的は十分達成されたと、

委員会の総意判断で解散しました。 

  悪臭問題は、両事業所の企業努力による完全解

決に任されましたが、当局は現在の状況をどのよ

うに把握されておられるか、お伺いします。 

  同じく、（２）豚舎・旧堆肥製造事業所の問題

解決を考えているのかです。 

  養豚事業所は、減産体制を続けて経営を維持す

ることが困難なことや、地区住民に農場移転を強

く求められていることから、移転を検討されてい

ました。 

  解決策となる移転を当局はどのように考えてい

るのか。また、旧堆肥製造事業所と当時約束をし

たことは守られているのか、お伺いします。 

  悪臭問題の（３）吾妻山の麓の自然環境保全に

力を入れるべきでないかです。 

  養豚事業所、旧堆肥製造事業所、両事業所とも

創業当時から悪臭問題が申し立てられていました。

近隣の方は、悪臭問題で苦労させられています。 

 米沢市は、平成16年、悪臭防止法による規制区

域に指定し、規制に乗り出しましたが、指導に応

じず被害が増加し、南原地区では平成17年、南原

地区自然環境保全推進協議会を結成。環境保全宣

言を採択し、山形県と米沢市に要望書を提出して

います。 

  悪臭問題はいまだに完全解決されないまま、近

隣住民の方や豊かな自然を対象に事業をされてい

る方が大変迷惑をしています。 

  吾妻山の麓一帯は、吾妻山から米沢盆地に流れ

る南気流の吾妻おろしによる空気、風、水の自然

の恵みだけでなく、文化遺産の直江石堤や赤崩山、

錦堂薬師如来、貴船神社など、歴史と観光の里と

しても資源に事を欠きません。一刻も早く悪臭を

なくして、もとの自然環境に戻し、自然を生かす

保全に力を入れるべきと考えますが、当局の考え

をお伺いします。 

  次の質問に移ります。 

  グリーンツーリズムの推進について。 

  （１）グリーンツーリズム事業にどのような支

援をしているのかです。 

  農村民泊事務局の農林課の紹介パンフレットに

よると、米沢の農山村にある家庭で１軒当たり５

名までの少人数で１泊ないし２泊など短期間宿泊

をしながら、農山村の生活体験をすると説明が載

っています。 

  現在、米沢市の農村民泊ができるところが南
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原・関地区に15軒、ほかに三沢、市内に５軒あり、

合計で20軒と聞いています。この体制により75名

から100名の農村民泊体験者を受け入れることが

でき、実績として、毎年利用している国内や海外

の学校の学生に人気があるようです。 

  これらを判断しても、農泊者数がふえる状況で、

またこれからの本市もインバウンドの増加が見込

まれると思いますが、現在当局はどのような支援

をしているのか、お伺いします。 

  グリーンツーリズム（２）農泊の国内・海外学

生と一般の誘致交渉を円滑にできないかです。 

  山形県内にそれぞれにグリーンツーリズム活動

をやられているところがありますが、特に米沢地

域は県内で一番に活発な活動が行われているとこ

ろと聞いています。県からの受け入れ依頼に対し、

米沢の農家民宿側は迅速な対応で協力し、県から

の信頼も厚いそうです。 

  米沢は学園都市と銘打って発信しています。受

け入れ者数に多くの学生がおられます。事業の推

進を目指し、誘致交渉役を積極的にすべきと考え

ますが、当局はどう考えているか、お伺いします。 

  （３）本市の小中学生・高校生・大学生にもグ

リーンツーリズムを体験させてはどうかです。 

  農家民宿の民泊体験は、学校で学べないことを

学べたり、人生の糧となるものをつかめたり、ほ

とんどの人は感動を思い出として帰っていくと言

われます。再度、親と一緒に民泊体験に来られた

海外学生がいるそうです。 

  本市の身近なところに、はっきりとした季節ご

との体験や、異文化交流ができる民家、民宿があ

ることを多くの市民の方に知っていただくために、

子供たちから大人の方までグリーンツーリズムの

体験を図ってはどうかと思いますが、当局の考え

をお伺いします。 

  次の質問に移ります。 

  本市の土砂災害について。 

  （１）豪雨の土砂災害を想定しているかです。 

  全国的に豪雨が頻発しています。山形県でも、

８月30日と31日の豪雨は県以北全体において、河

川の氾濫、道路の冠水、建物の浸水など甚大な被

害が繰り返されております。 

  ８月26日に山形県土砂災害警戒情報第１号が発

表され、31日の第13号まで継続しました。本市の

気象情報は大雨注意報だけで済みましたが、同じ

状況の豪雨が発生した場合、米沢盆地を囲んでい

る山々の中山間地域は、崖崩れ、土石流、地すべ

りなど土砂災害が予想されます。 

  山形県土砂災害警戒区域等の指定状況による本

市指定箇所は、県内の他自治体と比較すると多い

数です。 

  このような状況下で、同時に発生するかもしれ

ない豪雨の土砂災害をどのように想定しているの

か。当局の考えをお伺いします。 

  次に、（２）水路の整備は万全かです。 

  市内に、集中降雨などに側溝が排水量を処理で

きず溢水となり、交通障害が発生する道路を見か

けます。市内の整備された側溝であれば、時間が

たてば溢水はなくなり、また側溝整備によって大

きな災害にならず、解決できます。 

  しかし、土砂災害の起こり得る中山間地域は、

豪雨により谷川に集まった雨水が山から大量の土

砂や山の木を押し流し、災害が発生します。 

  土砂災害を防ぐには、谷川の土石流を平野部に

広がる前に山際の砂防堰堤でとめ、雨水は滞りな

く下流に流さなければなりません。住宅地域の近

隣を流れる川となれば、一層の整備が必要と考え

ますが、このような状況下の水路は万全か、当局

にお伺いします。 

  次に、花壇について。 

  （１）花壇の花植えを再開できないかです。 

  現在、本市の国道13号、バイパスの歩道側にあ

る花壇は、一部を除きほとんどが雑草の繁茂によ

り荒れている状態です。国交省米沢国道維持出張

所によると、年に一、二回、国道沿いの草刈りを

行っているそうです。 

  米沢駅東口の八幡原へ向かう道路と国道13号バ
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イパスの交差点から北へ、旧六部交差点付近まで

の区間を今回質問の対象としています。 

  以前、本市は平成９年から平成27年までの19年

間、この区間の花壇植栽業務を実施していました

が、現在事業は行っていません。旧六部交差点付

近には、東北中央自動車道の米沢中央インターチ

ェンジと道の駅米沢があり、米沢の玄関口として

訪れる観光客や市民の方の目につくバイパス沿い

です。以前本市が実施していた花壇の花植えが再

開できないか、当局の考えをお伺いします。 

  （２）花植え作業に市民の協力を考えてはどう

かです。 

  この区間の平成27年までの記録によると、近隣

の町内会や会社の方々の協力をいただき、参加者

で花壇管理までやっています。平成28年から事業

が中止になりましたが、付近はインフラ整備によ

りにぎわいも出、環境が当時と比べ変化していま

す。市民憲章にも「郷土を愛し、きれいなまちを

つくりましょう」と掲げられています。ぜひ市民

の方から協力をいただいて、この事業を再開して

はどうでしょうか。当局の考えをお伺いします。 

  次に、最後の質問です。（３）花と樹木におお

われたまちづくり事業はどうなっているかです。 

  この事業は、平成20年に米沢市まちづくり総合

計画に登載され、執行されました。事業概要に、

市民が誇れる町並みをつくるため、市民との協働

により市内の緑化を推進しますとなっています。

このことは現在も反映されているのか、当局にお

伺いします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、１、悪臭問題

の現状についての御質問のうち、南原地区の旧堆

肥製造事業所に関する部分について、それから３

の（１）の豪雨時の土砂災害を想定しているかに

ついてお答えいたします。 

  初めに、旧堆肥製造事業所の悪臭状況を把握し

ているのかとの御質問でありますが、御指摘の旧

堆肥製造事業所は過去に悪臭問題を引き起こしま

したが、その後、関係者間において問題解決に向

けた協議が重ねられ、平成24年10月５日から原料

の受け入れを停止し、平成26年５月12日を期限と

する産業廃棄物処分業の許可更新を行わず、堆肥

製造事業から撤退しております。これにより、新

たな堆肥製造に伴う悪臭の発生はないこととなっ

ているところです。 

  ただし、建物内には以前に製造された堆肥が今

も残っており、その量は推定で約１万1,000立方メ

ートルとなっております。この堆肥は既に腐熟が

進み、発酵が終了した完熟状態となっていること

から悪臭の発生もなく、残存する堆肥を原因とす

る悪臭苦情もない状況であります。 

  本市では、当該事業者の了解を得た上で、平成

26年８月以降、月４回程度の頻度で現地調査を継

続して実施しており、堆肥の状況、臭気の状況及

び施設全般の状況を確認しておりますが、これま

で問題となるような悪臭は認められない状況です。 

  次に、旧堆肥製造事業所の問題解決を考えてい

るのかとの御質問にお答えいたします。 

  現在、建物内に保管されている堆肥は、当該事

業者が農業利用のための、少しずつでありますが、

搬出をしており、搬出量について毎月、市に報告

いただいております。 

  本市としましては、一連の問題解決には全ての

堆肥が搬出されるまで調査、確認をしていくこと

が必要であると考えており、定期的な立入調査に

加えまして、今年の７月には当該事業者と面会し、

今後の意向を伺っております。 

  それによると、残存する堆肥については継続し

て搬出を続け、搬出完了の時期は未定であるもの

の、全ての堆肥を搬出する考えであること。さら

に、施設についてもこのままの状態で放置するこ

とはない考えであることを確認しております。 

  また、敷地内構造物等について、敷地外への倒

壊や飛散による危険がないよう安全管理には十分
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注意するとともに、景観の悪化などについての対

応にも配慮していただくよう要請してきたところ

であり、今後も監視を継続し、適宜指導に努めて

まいります。 

  次に、３の本市の土砂災害についての（１）豪

雨時の土砂災害を想定しているのかにお答えいた

します。 

  先ほどの中村議員の御質問に対する答弁と重複

いたしますことを御了承願います。 

  本市においては、豪雨時、土砂災害が発生する

おそれがある土砂災害警戒区域、通称でイエロー

ゾーンが251カ所と、土砂災害特別警戒区域、通称

レッドゾーンが207カ所指定されているところで

す。 

  現在、土砂災害警戒区域等の住民及び災害時要

援護者関連施設へは、警戒区域の範囲、避難方向、

市が発表する避難情報の種類などを記載したハザ

ードマップを作成し、配付するとともに、本市ホ

ームページに掲載し、周知しております。 

  緊急時の連絡体制につきましては、気象情報に

おいて、大雨警報発表時に土砂災害の危険性が高

まった場合には、山形地方気象台から土砂災害警

戒情報が発表されますので、市民に対して緊急速

報メール、同報系防災行政無線などによりまして、

情報の発信、伝達を行っております。 

  特に、土砂災害特別警戒区域等の住宅及び災害

時要援護者関連施設には、同報系防災行政無線戸

別受信機または緊急告知ラジオを設置させていた

だき、土砂災害警戒情報及び避難情報の伝達を行

っております。 

  また、土砂災害警戒情報が発表され、危険性が

高まっている該当地区に対しましては、早目の避

難が必要であるため、個別に自主防災組織の代表

者及び災害時要援護者関連施設には電話連絡を行

い、情報の収集、伝達を行い、避難準備または避

難の対応をお願いしております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、１番の悪臭問題の

現状についてのうち、豚舎に関する部分と、あわ

せまして２番のグリーンツーリズムの推進につい

てお答えいたします。 

  初めに、南原地区の豚舎の悪臭状況を把握して

いるのかについてお答えいたします。 

  養豚事業所では、これまで臭気対策として講じ

てきた堆肥化工程の一部中止や縦型コンポストへ

の脱臭装置の設置、そして平成25年２月までに飼

養頭数を約半数に減らしたことにより、臭気の拡

散する範囲は確実に狭まってきております。 

  現在は、畜産における臭気対策の専門家である

一般財団法人畜産環境整備機構畜産環境技術研究

所に改善方策等の指導を受けながら、継続して臭

気発生の改善に努めており、昨年５月から６月に

かけて縦型コンポストの脱臭装置を改修するとと

もに、特ににおいの発生が強い交配舎や子豚舎の

換気扇周りの改修も行ったところです。 

  しかしながら、いまだに風向きによって、近く

にお住まいの方に迷惑をおかけしている状況にあ

ります。 

  このため、これからも定期的に農場周囲と近隣

地区との臭気の状況を確認し、養豚事業所には農

場の各施設の適正な維持管理等の徹底もあわせて、

引き続き指導してまいります。 

  次に、豚舎の問題解決を考えているのかについ

てお答えいたします。 

  これまで養豚事業所の移転につきましては、事

業者とともに複数の候補地を探し、具体的に絞り

込みを行ってきたところでありますが、移転先の

決定に当たっては、養豚事業の実施に適している

とともに、当該候補地の環境等に配慮することは

もちろん、地域にお住まいの皆様の理解を得るこ

とが必要不可欠でありますので、地元の皆様に御

説明し、協議を行ってきたところであります。 

  しかしながら、最有力地として検討を行ってい

る候補地につきましては、地元の皆様から臭気の
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影響を心配する意見が多く、まだ地区の方の理解

をいただくまでには至っていないのが現状であり

ます。 

  本市といたしましても、現農場周辺の環境問題

を早急に解決していきたいと考えているところで

はありますが、こうした状況から、移転先の決定

にはもうしばらく時間が必要な状況でありますの

で、引き続き現農場の臭気対策もあわせて行いな

がら、問題解決に努めていきたいと考えておりま

す。 

  次に、吾妻山の麓の自然環境の保全に力を入れ

るべきではないかについてお答えいたします。 

  養豚事業所は吾妻山の麓にあり、最上川の上流

部にも位置しておりますが、養豚事業によって、

その自然環境に悪影響を与えることはあってはな

らないことと考えております。 

  現農場での操業当初は、一時、排出水が基準を

超過した時期もありましたが、現在は浄化処理施

設の設置により基準値を上回るということはなく

なりました。ただし、臭気に関しては、先ほど述

べたとおり、風向きによってはいまだに近くにお

住まいの方に迷惑をおかけしている状況にありま

すので、継続して臭気発生の改善を指導し、自然

環境の保全に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、２番のグリーンツーリズムについて、ど

のような支援をしているのかについてお答えいた

します。 

  本市が行うグリーンツーリズム事業の一つとし

て農村民泊受入事業があります。この事業は、都

市圏等の中学生などが農村地域の家庭で一定期間

過ごすもので、農業体験や郷土料理つくり体験な

ど、その土地の暮らしを体験するとともに、受け

入れ家庭との交流により人と人とのきずなを育む

事業で、都市圏等では修学旅行として実施してお

ります。 

  この事業を推進するため、農村民泊の受入地域

協議会、米沢観光コンベンション協会、市観光課

及び農林課で米沢市農泊受入推進協議会を組織し、

支援を行っております。 

  支援の内容につきましては、誘致・ＰＲ事業と

して、受け入れ地域を紹介するパンフレットの作

成や、千葉県と宮城県の中学校へ直接訪問して事

業の紹介を行っております。また、受け入れ家庭

で提供する地元料理のレベルアップと多様化を図

るため料理講習会を実施し、昨年は米沢食の親善

交流大使である相田幸二氏に講師を務めていただ

きました。さらに、教育旅行に限らず一般旅行客

を宿泊させる場合には、簡易宿所営業許可が必要

となりますが、その取得費用の助成を行っている

ところです。 

  なお、同協議会の財源としては、現在のところ

全て市の負担金としているところです。 

  次に、農泊における国内・海外学生と一般の誘

致交渉を円滑にできないかについてお答えいたし

ます。 

  本市の教育活動に伴う農村民泊の受け入れにつ

いては、平成25年度の184人から始まり、昨年度ま

での６年間の総宿泊人数が1,034人となっており、

その内訳として、国内学生が647人で全体の63％、

海外学生が387人で37％となっております。 

  農村民泊、いわゆる農泊の受け入れについては、

全国でも多くの市町村が特色を出して、盛んに取

り組みが行われております。 

  国内の学生の誘致につきましては、先ほど述べ

たとおり、本市でも千葉県と宮城県の中学校へ直

接訪問しＰＲを行っておりますが、今後は対象を

広げるなど誘致の強化を検討していきます。 

  また、海外の学生については県でも力を入れて

おり、台湾を中心に県知事がトップセールスを行

っているところですが、本市の観光コンベンショ

ン協会会長や農泊受入推進協議会会長も同行され、

誘致活動を行っておられますので、今後、本市自

体がどうかかわりを持つべきかについて十分に検

討していきたいと考えております。 

  また、教育旅行以外の一般旅行客に対する農泊

への誘致につきましては、宿泊施設として簡易宿
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所営業許可が必要となりますが、受け入れ可能施

設が現在のところ関地区の３軒となっております

ので、本市としては大々的な誘致活動ができない

状況であります。 

  今後は、できれば受け入れ家庭を10軒程度にす

ることを目指して、当該地区の方々と協議をして

いきたいと考えております。 

  次に、本市の小中学生等、市民の皆様に向けて

グリーンツーリズムを体験させてはどうかについ

てお答えいたします。 

  農泊について、これまで都市圏等の中学生を対

象に推進してきたこともあり、県外向けのＰＲに

は努めてまいりましたが、市民の皆様への周知は

行っておりませんでした。 

  農泊の取り組みは、関地区を中心とした南原地

区に限定しているものではなく、米沢の魅力発信

に興味のある方、また御協力いただける方にはぜ

ひ参画していただきたいと考えておりますので、

そういった意味からも、この取り組みを市民の

方々へ広く発信していくことは必要であると考え

ます。 

  また、広い意味でのグリーンツーリズムにつき

ましては、その情報発信の一環として、例えば市

内の小中学生と親御さんや学生を対象とした日帰

りでの農業体験や郷土料理つくり体験を企画する

などで、農業、農村への理解を深めていただく貴

重な機会にもなりますので、受入地域協議会の皆

様とも協議してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、３の本市の土砂災

害についてのうち、（２）の水路の整備は万全か

についてと、４の国道13号の花壇についてお答え

いたします。 

  初めに、本市の土砂災害についてのうち、水路

整備は万全かについて、砂防堰堤の下流水路に着

目してお答えいたします。 

  まず、砂防堰堤につきましては、小さな河川の

土砂災害を防止する目的で、河川の上流などに設

置される治水施設で、下流の河川へ土砂の流れ込

みを防ぐ施設であります。 

  砂防堰堤は、土砂を食いとめることはできます

が、水はとめることができないため、砂防堰堤の

下流についても、状況によって、保全対象施設、

家屋などがある場合、流路工として整備も必要と

なってくる箇所もあると認識しているところです。 

  しかしながら、土砂災害警戒区域における砂防

堰堤下の水路整備については、まだ未整備区間も

ありますので、御質問の、万全かと問われれば、

不十分ではないかと言えるのではないかと思って

おります。 

  そのようなことから、災害対策としてハード整

備には時間もかかるので、ソフト対策もあわせて

効果的に実施していく必要があるとともに、必要

性のある箇所につきましては、未整備区間の計画

的な整備を図っていく必要があると考えておりま

す。 

  砂防堰堤の下流水路整備につきましては、県と

の関連も深いので、今後とも県とも協力を行いな

がら、未整備区間の解消に努めてまいります。 

  次に、４の、国道13号の花壇についての（１）

から（３）の御質問にお答えいたします。 

  初めに、（１）の花壇の花植えを再開できない

かについてでありますが、まず経緯から追って申

し上げますと、国道13号花壇の花植えにつきまし

ては、平成７年ごろに道路を管理しております米

沢国道維持出張所から花壇の緑化を依頼されたこ

とを受け、平成８年度より沿線地元町内から花植

えの協力を得て行うことになったのが始まりにな

ります。 

  最初の２年間は、担当課職員の手で花への水か

けや雑草の除去などの花壇管理を行っておりまし

たが、職員の手だけでは管理が行き届かないこと

もあって、平成10年度からは花壇管理業務を委託

し、平成27年度までの20年間継続してきたところ
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であります。 

  しかしながら、平成27年度は花壇管理業務委託

の入札において応札価格が折り合わず、不調とな

り、この年度については何とか別の業者に依頼す

ることで花壇管理を行うことができましたが、委

託価格の面や、交通量の多い国道13号での作業は

危険が伴うことから、今後業務を受託することは

できない旨の申し入れがありました。 

  このことを受けて、花植え継続の可否について、

予算の増額も含めて検討をしましたが、花壇区間

の延長が約1.2キロメートルに及んで、花壇の総面

積が約1,000平方メートルにも及ぶことから、管理

費もかなりかさみ、厳しい財政事情もあって、続

けていくことは難しいとの結論に至ったものであ

ります。 

  この結果を受け、国道を管理する米沢国道維持

出張所に対して、今後の花壇管理を相談したとこ

ろ、市で花壇の管理が難しいということであれば、

次年度以降は国が年１回程度、花壇内の草刈りを

実施することになり、現在に至っているものであ

ります。 

  このようなことから、花壇の花植えの再開につ

きましては、取りやめになった経緯や現在の財政

事情などを考えますと、市が中心となって展開し

ていくことは大変難しいものと捉えているところ

でありますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、（２）の花植え作業に市民の協力を考え

てはどうかについてでありますが、市民の方や周

辺企業の方々が自主的に花壇への花植えや草むし

りなどの管理を行っていただくことは可能となっ

ており、その場合には、道路上での作業になりま

すので、万が一に備え国の費用で保険に加入でき

ることになっております。 

  そのようなことを踏まえまして、もし可能な団

体があるならば、道路管理者との調整や相談に乗

ってまいりたいと考えているところであります。 

  次に、（３）の花と樹木におおわれたまちづく

り事業はどうなっているのかについてお答えいた

します。 

  「花と樹木におおわれたまちづくり事業」につ

いては、「未来に残そう緑の米沢」をテーマとし、

平成20年度からおおむね30年間の基本計画を策定

しており、３つの基本方針が柱となっております。 

  それに沿って、現在行っている主なものを御紹

介申し上げますと、基本方針の１つ目である「市

街地の緑化の推進」といたしまして、公共空間へ

の樹木植栽や花植え、各コミュニティセンターに

おける緑のカーテンの設置等による緑化推進、ま

た西部地区と松川地区におきましては、コミュニ

ティセンターが主体となって、街路樹ますへの花

植えから維持管理までを行っていただいていると

ころであります。 

  ２つ目である「市街地の緑の保全」に当たって

は、松が岬公園の桜の保全や、公共施設において

これまで植栽されてきた樹木の保全を図るため、

むやみに伐採が行われないよう、樹木保存等検討

委員会を設立し、これまで195本の審査を行ってま

いりました。 

  ３つ目は「市民意識の向上」でありますが、市

民へ緑の大切さや重要性の啓発を広報などで行う

とともに、市民による道路植樹ますや河川緑地へ

の花植え活動などを推進しているところでありま

す。 

  「花と樹木におおわれたまちづくり」は、時間

をかけて実現するものであるため、地域に根づい

たものを大切にし、今後もこれらの基本方針に基

づき事業を進めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） 今回は４つの大項目を上

げ、そしてそれに小項目でいろいろお聞きしまし

た。丁寧な御答弁いただきまして、その一つ一つ

に２回目の質問ができるかどうかわかりませんが、

時間も４つの割には、４項目に対して２回目の質

問がありませんので、単刀直入な質問になるかも

しれませんが、よろしくお願いいたします。 
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  １番の悪臭についてですが、要は悪臭がなけれ

ば何もこういう質問をする必要なく、そして（３）

で吾妻山の自然環境保全という感じでやればよろ

しいんですけれども、実際まだ悪臭が残っている

ということで、その中で、部長が答えられました、

堆肥製造事業所のほうはもう完熟で悪臭が発生し

ていないという感じでしたが、そして１万1,000

立米の残留物があるということで、それを完全に

搬出するということが特別委員会解散のときのお

約束だったと思いますが、その辺あたりどうなん

ですか。やはりちゃんと約束は守らせるべきと。

完熟になって悪臭が出ないからということでなく、

その建屋に、中にいっぱい元産廃物が入っていた

という感じで、それをただ肥やし、堆肥にしたと

いうふうな感じですので。 

  それは、やはりちゃんとその中の残留物を排出

するようにという厳しい指導が必要だと思います

が、その辺どうですか。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 その堆肥、かつて製造さ

れたものが最初に、先ほど議員もおっしゃったよ

うに１万3,000立方メートルあったわけです。それ

を全て運び出していただくという前提になってお

ります。 

  そういったことで、先ほど御説明しましたとお

り、その運び出している量については報告をいた

だくなりして把握しているところです。できるだ

け、やはり早くそれを搬出していただきたいとい

うことで、事業者の方にはお話ししております。

ことしの７月にも面会しまして、いろいろとそう

いったことにつきましても要請したところでござ

います。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） 面会してお聞きしている

というような感じでなく、その計画書でも出させ

て、いつまでにこれを完了するかという指導も必

要ではないんでしょうか。どうですか、その辺は。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 そういった、できるだけ

早くしていただきたいということはお話ししてい

るわけですが、実情をお聞きもしていますけれど

も、一遍に減らせる状況にはないということも、

こちらも把握しておりまして、そういったことで、

いつまでというところのお約束をちょっといただ

くということはなかなか難しい状況でございます。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） なかなかでなく、その辺

あたり厳しい指導でやっていただきたいなと思っ

ております。 

  それと、養豚事業所のほうですが、これがなか

なか悪臭が消えないということで、移転、それも

やはり移転先の課題があって、それもなかなか進

めないということです。 

  その間、やはりこの実害を受けている近所の方、

またそこで事業をされている方もおられます。そ

の辺の移転、やはり移転というのは、はっきりと

担当課で主導を持ってやるべきではないんですか。

どう思いますか、その辺。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 市もそれなりにかかわってい

く必要があるかと思いますけれども、まず現段階

におきましては、事業者が移転先を確定させる、

そのためには地区の方の同意をいただくような、

そういった手順が必要かと思っております。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） あと、実際この豚舎から

においが出てくるといって、対岸の事業主のほう

ににおいが飛んできて、それを毎回、毎日のよう

に確認されるというふうなことで、臭気観測とい

うような、そういうようなことをされていますか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 そういったお話等で伺ってい

る部分で、臭気観測、数値的なものは特には行っ

ておりません。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） やはりきちっと臭気観測
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などもして、その実害の声が出ている事業所にき

ちっと応えられるようなことも必要だと思います

が、その辺どうでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 においにつきましては、発生

する時間帯や時期とかさまざまな変化があります。

そういった中で、どのような調査をしていったら

いいかという部分では、十分検討しなければなら

ないところでございますけれども、実際に臭気を

感じるということで、これは主観の問題というわ

けではないんですけれども、実際にそういったお

話を頂戴しておりますので、確かににおいは出て

いるということで把握しておりますので、御了解

いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） 移転がなかなか決まらな

い間、これからもにおいが続くということだと思

います。臭気の減臭になるような対策を早目とい

うか、なかなか難しいと思いますが、よろしくお

願いしたいと思います。 

  時間がありませんので、次のグリーンツーリズ

ムに移ります。 

  グリーンツーリズム、これもすごく米沢地区、

関地区では活発に行われているということで、そ

して体験された方が、海外から来られた学生が国

に戻って、そして大変よかったということでまた

リピーターになって、その親御さんと一緒にまた

参られるというふうなことも聞いております。 

  そして、前の質問で産業部長が答えられており

ました。台湾から144便のチャーター便が山形のほ

うに来ていると。そして、今の実績でいくと、ど

うも山形県内の以北のほうに流れていくというこ

とで、これをやはり、産業部長もおっしゃってお

りましたが、その流れをこっち、置賜に流れをつ

くりたいというようなこともお聞きしました。 

  ことし１月にトップセールスというか、吉村知

事が台湾を訪れたときに、関グリーン・ツーリズ

ム推進協議会会長が一緒に同行して行っておられ

ると。それだけ県からの信頼関係もあると思いま

す。そういうふうな人間関係を利用しながら、こ

れがチャンスだと思いますので。 

  それと、こちらのほうには衣食住全てそろって

います。文化もあれば、食文化もあるということ

ですので、その人間的、人為的努力だけがこっち

に流れを変えるに不足しているのではないかなと

思っております。どうですか、その辺。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 確かに、観光は物を見るとか、

体験するとか、さまざまな要素がありますけれど

も、中でもやはり人との交流というものは大きな

ものだというふうに考えております。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） やはり気持ちの問題で、

気持ちにほれて海外の方も来られると。また、国

内の学生さんも同じだと思います。気持ちいい体

験が受けられるということで、また、少数ですが、

農泊を目指して来られるということですので、そ

ういうふうな目指された方の気持ちを大切に、こ

れからぜひこの流れを変えていくように、この置

賜のほうに、インバウンドもございますが、変え

るように努力していただきたいなと思います。 

  次に、本市の土砂災害についてであります。 

  議長の許可を受けまして、資料１、２と出させ

ていただきました。 

  資料１は、先ほど部長からありました、米沢市

内の土砂災害警戒区域の251カ所あるということ

で、この資料１には全部251は載っていないかもし

れませんが、やはりこれを見ると、土砂災害です

から、山際のほうが多いと思っております。北海

道の厚真町ですか、あの辺もやはり山が見る影も

なく豪雨と地震によって崩れているというふうな

ことであります。 

  そういう中で、また資料２は、その251あるうち

の一部、米沢の南のほうで、南原地区八ケ代とい

うところなんですけれども、ここにも同じような

土砂災害警戒区域があると。特別警戒区域もある
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ということです。そして、この山際には滝沢砂防

堰堤があると。ここから流れ出した水が滝沢川、

あと三郎沢山から出てきた山田川等が山から流れ

てきて、ちょうどその合流点が社会福祉法人あづ

ま会の脇を流れているということであります。 

  ここは非常に、滝沢川は県で管理されて、木柵

工でやっておられますが、それもやはり腐食して、

土砂と一緒に流れ、下流で詰まって、水があふれ

ていると。そして実際、あづま会の施設には年に、

雨の多いときに一、二回、この敷地内に流れてく

るという状況であります。 

  ここを、先ほど建設部長がおっしゃいました、

ここまで流路工の整備、なかなか手が届かないと

いうことでありますが、ここは特別、あづま会と

いう老人福祉施設の建屋が建ってあります。そし

て、ここは定員が119名とお聞きしておりました。

そして、常時100名以上の利用者がおられるという

ふうなことでありますので、ぜひこういう環境で

福祉施設があるということの流路工の整備をお願

いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 ただいまお話ありました、そ

して図面で示していただきました、滝沢の砂防堰

堤から堀立川までの流路工整備になりますけれど

も、これにつきましては、地元から成る滝沢土砂

災害対策事業促進協議会さんからも御要望を重ね

ていただいているところであります。また、県に

も上申しているところであります。 

  整備につきまして、改めて県の担当部局、置賜

総合支庁の河川砂防課になりますけれども、これ

までの要望を通して、お聞きしたところ、事業化

の必要性は理解しているとのことでありました。

なお、事業化に際しては、砂防事業は予算規模に

対して要望箇所及び実施箇所が多いことから、県

内ほかの箇所との優先度が比較検討されますが、

関係機関と意見調整を行い、まずは砂防指定地の

指定に向けて、必要な調査費を確保できるよう努

力していきたいというようなことでありました。 

  本市といたしましても、ただいまお話があった

とおり、沿川に老人保健施設や住宅があること、

また過去に土砂の被害もあること、そういったこ

とを踏まえまして、現地の状況も見ておりますの

で、整備の必要性を認識しております。 

  今後とも、県部局との協議や情報交換をして、

早期着工につなげていくように努力してまいりた

いと考えております。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） やはり市だけの事業でも

いかないし、やはり県頼り、県も国頼りというこ

とで、まずここを砂防指定区域を受けて、国の補

助を受けながら進めたいということでありますが、

そして県、あと米沢市、その先が、米沢平野土地

改良区という３つの関係機関があるわけですが、

そうすると、県ともよくやりながら、米平ともう

まくやっていかないと、なかなかこの完全な整備

はできないということですので、ぜひその辺あた

り、これから先になる話でしょうが、お願いした

いなと、この関係をよくしながら進めていってい

ただきたいなと思います。 

  最後になりますが、国道13号のバイパスの歩道

にある花壇整備、国交省の国道維持出張所所長と

もお話ししました。いろいろと、大きなお手伝い

はできないが、ある程度のことは協力していただ

けるような話にもなっております。 

  そして、いろいろ、さまざま難しい課題が出て、

財政的なことも出て進めない、28年度はできなか

ったということですが、しかしこの近くに道の駅

がある、あと米沢中央インターチェンジがある。

そして、県外からどんどんと観光客が流れてくる

ということで、玄関口として、あの国道は何かき

れいにやっていたほうがいいなと思います。 

  さまざまな財政問題があるでしょうが、その辺

あたり市長どう……、突然振って済みませんけれ

ども、その辺、市長の考えとしてはどうですか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 この周辺は、今お話ありましたよ
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うに、中央インターができまして、直接米沢市に

入ってこられる方が多いところ、その車も多くな

っているというふうに理解しております。 

  それで、中央インターからとりあえず米沢市役

所までの間、いろいろその周辺、今、御提示の花

壇もあるわけでありますけれども、やっぱりおも

てなしの心を持ってどう迎えるかは、道路に雑草

があるのかないのか、きれいになっているのか、

またそれに、植樹ます等に花が植えられてあれば、

これは来られた皆様から、いいところだなという

ふうに思っていただけるという部分もありまして、

実は既にそういった街路樹関係に関しては、町内

にもお話をさせていただいた経過もあります。 

  ただ、今お申し越しの花壇については、なお、

どのような格好でできるのか、ちょっと検討を私

にもさせていただきたいと、このように思います。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○２番（工藤正雄議員） 最後になりますが、本当

に市長のお言葉を前向きな方針だと思って、これ

からお願いしたいと思います。 

  以上で私の質問を終了いたします。 

○島軒純一議長 以上で２番工藤正雄議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 これをもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  これにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時１９分 散  会 

 


